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はじめに

市長として3年目を迎えた依光晃一郎です。

令和6年度について、市民の皆様のための政策を実現するために当初予算編成と人事異動を行い

ました。香美市の主要な事業について、以下の点を念頭に取り組んでまいりますのでご覧ください。

1. やなせたかし先生顕彰事業

昨年度に設置した「やなせたかし先生顕彰事業推進室」を充実させ、改めてやなせたかし先生

の功績について広く世間にアナウンスします。「愛と勇気の物語のまち」をキーワードに、市

民が顕彰事業を進めることで絆を深め、シビックプライドの醸成を図ります。

2. 施設整備

令和7年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」の放送を契機に、アンパンマンミュージアムを始

め、多くの観光客が訪れることが想定されます。観光客の受け入れ態勢を整えるためにガイド

の強化や渋滞対策をします。

3. 市民提案型事業の拡充

令和5年度から開始した「香美市提案型市民主役事業」について内容を拡充します。市の活性化、

市民の連携を広げることが出来るような創意あふれる「香美市のまちづくり」に役立つ事業に

対し補助金を交付します。

今年度も、市民の皆様と一緒に盛り上がって、香美市をさらによりよい「まち」にするべく努力

をしてまいります。皆様のご協力を、何卒よろしくお願い致します。

令和6年4月1日

香美市長 依光晃一郎
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【香美市民憲章]

１ 香美市の概要

【前 文】

私たちの香美市は、美しく、豊かな自然に育まれています。

先人が築き上げた尊い文化や伝統を受け継ぎ、人々が愛と勇気を心に持ち、誰もが幸せを感じられる

まちを目指し、ここに市民憲章を定めます。

【本 文】

１、豊かな自然を守り、美しいふるさとを未来に届けましょう。

１、互いに思いやり、ささえあう、心安らぐまちにしましょう。

１、歴史に学び、伝統を守り、高め、文化の香りあふれるまちにしましょう。

１、子どもたちの笑い声は宝物、みんなで見守り育てましょう。

１、感謝の気持ちを大切に、元気で働き、仲よく住みよいまちにしましょう。

東経 １３３°４１

北緯 ３３°３６

面積 ５３７．８６㎢

人口 ２４，９１４人

（令和６年３月１日現在）

姉妹都市

ラーゴ市（米国フロリダ州ピネラス郡）

昭和44年7月11日 姉妹都市提携

米国フロリダ州ピネラス郡中央部に位置し、タ

ンパ湾に面したラーゴ市は、郡内で3番目に大き

い都市です。1960年代まで農産物の輸出産業が

盛んでしたが、人口の増加に伴い、現在では

ベッドタウンとなっています。

---------------------------------

積丹町（北海道積丹郡）

平成14年6月20日 姉妹都市提携

積丹町には、町内42㎞に及ぶ海岸線に、神威岬、

積丹岬、黄金岬など、無数の奇岩、怪岩に恵ま

れた景勝の地があり、岬の先は本道唯一の海中

公園に指定され、遊覧船などで海中の景観を楽

しむことのできる場所があります。

------------------------------------------

あわら市（福井県 (旧 芦原町･旧 金津町)）

平成21年3月1日 姉妹都市提携

平成16年3月1日、芦原町と金津町が合併し、誕

生したあわら市は、美しい日本海をはじめ、湖

や川、緑豊かな山々、優れた泉質の温泉、太陽

をいっぱい浴びた農作物など、自然の恵みにあ

ふれたところです。

市の鳥 かわせみ 市の花 あじさい 市の木 すぎ 市 章
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１ 香美市の概要
■ 市域の変遷 ■ 人口及び世帯数

平成24年 平成29年 令和4年

総人口 人 27,635  26,526  25,494

男 人 12,927  12,411  12,075 

女 人 14,708  14,115 13,419

総世帯数 世帯 12,717  12,909  13,040

1世帯あたりの人員 人 2.17 2.05 1.95 

平成24年 平成29年 令和4年

総人口 人 756,390 715,896 677,888 

総世帯数 世帯 322,052 316,720 313,036 

※ 各年4月1日現在の推計人口による（出典:県統計課HP）

◆参考 高知県の人口及び世帯数

平成24年 平成29年 令和4年

0～14歳 ％ 10.2 10.2 10.2   

15～64歳 ％ 54.7 50.8 49.9

65歳以上 ％ 35.1 39.0 39.9 

●年齢別（３区分）の人口割合

※ 各年4月1日現在の住民基本台帳人口による

▲1,109（▲4.0%） ▲1,032（▲3.9%）

▲40,494（▲5.4%） ▲38,008（▲5.3%）

※ 各年4月1日現在の住民基本台帳人口による

昭和 29 年 9 月 1 日 香美郡 山 田 町

大 楠 植 村

明 治 村

片 地 村

佐 岡 村

長岡郡 新 改 村

昭和 30 年 4 月 1 日 香美郡 西 川 村 の 一 部 編入（美良布町へ）

( 柳 沢 、 萓 島 、 奈 良 峠 )

昭和 30 年 4 月 1 日 香美郡 西 川 村 ( 栃 本 ) 編入（槇山村へ）

昭和 30 年 4 月 1 日 香美郡 野 市 町 の 一 部 境界変更（土佐山田町）

( 戸 板 島 、 逆 川 )

昭和 31 年 3 月 30 日 香美郡 美 良 布 町

暁 霞 村

昭和 31 年 9 日 1 日 香美郡 大 豊 村 境界変更（土佐山田町）

昭和 31 年 9 月 30 日 香美郡 槇 山 村

上 韮 生 村

昭和 34 年 10 月 7 日 南国市 岩 村 の 一 部 境界変更（土佐山田町）

昭和 35 年 8 月 1 日 香美郡 大 宮 町 （ 西 又 ） 境界変更（土佐山田町）

昭和 36 年 3 月 31 日 香美郡 大 宮 町

在 所 村

平成 4 年 9 月 4 日 香美郡 土 佐 山 田 町 の 一 部 境界変更（野市町へ）

（ 町 田 の 一 部 ）

平成 8 年 1 月 1 日 香美郡 土 佐 山 田 町 （ 蔵 福 寺 島 ） 境界変更（南国市へ）

平成 10 年 8 月 21 日 南国市 一 部 境界変更（土佐山田町）

平成 12 年 8 月 7 日 香美郡 土 佐 山 田 町 の 一 部 境界変更（南国市へ）

（ 神 通 寺 、 中 島 、 西 ノ 内 、 京 田 ）

平成 18 年 3 月 1 日 香美郡 土 佐 山 田 町

香 北 町

物 部 村

平成 21 年 12 月 17 日 南国市 植 田 の 一 部 境界変更

年月日 合併等の形式

合併（土佐山田町が発足）

旧市町村名

合併（香美市が発足）

(樫谷、繁藤、上穴内、北滝本、角茂谷の一部)

（松本、岩次、神通寺、立石、京田、蔵福寺島）

合併（大宮町が発足）

合併（物部村が発足）

合併（香北町が発足）

401
457

475
551

645
469

517
634

765
843

708
640

754
922

1183
778

625
435

216
52
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1321
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960
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579

217
42
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05001,0001,500

0〜4歳

10〜14歳

20〜24歳

30〜34歳

40〜44歳

50〜54歳

60〜64歳

70〜74歳

80〜84歳

90〜94歳

100歳以上

香美市人口ピラミッド（令和4年4月1日現在）

男性 女性
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２ 振興計画の期間

１ 基本構想

2 基本計画

3 実施計画

１ 振興計画の構造

１ 基本構想

2 基本計画

3 実施計画

まちづくりの方向性・基本理念・将来都市像などを示す長

期的な計画です。基本的な方向を明らかにし、めざす将来都
市像を掲げ、それを実現していくための施策の大綱を定める

ものであり、各種行政計画・方針等は、本構想に即して策定

されます。

基本構想実現の方策を示す中期的な計画です。基本構想

において定めた将来都市像及び施策の大綱に基づき、それ
を実現するための施策と重点的な取組を定めます。

基本計画達成の方策を示す短期的な計画です。基本計画

に基づき具体的な事務事業に関して定めるものであり、各
単年度における予算編成及び事務事業実施の指針とします。

現在の計画は、第2次香美市振興計画で2017（平成29）年度から

2026（令和8）年度までの10年間となります。

基本構想の計画期間である2026（令和8）年度までの10年間

の中で、5年ごとに策定します。
現在の計画は，2022（令和4）年度から2026（令和8）年度まで

を計画期間とする「第2次香美市振興計画 後期基本計画」です。

基本構想の期間である10年間の中で、概ね３年毎に策定します。

現在の計画は、2023(令和5)年度から2025(令和7)年度までの３
年間を計画期間とする「第7次実施計画」です。

振興計画の全体構成と基本計画の位置付け

進化する

自然共生文化都市

実施計画

基本計画

基本構想

基本目標１ まちのかたちを創る

基本目標３ やすらぎを守る

基本目標４ 賑わいを興す

基本目標５ 未来を拓く

基本目標６ みんなで築く

輝
き

・
や
す
ら
ぎ

・
に
ぎ
わ
い
を

・

み
ん
な
で
築
く
ま
ち
づ
く
り

都市計画に関すること/市道等の整備に
関すること/公共交通等に関すること

消防・防災に関すること/水道に関すること/
汚水に関すること/環境等に関すること/
防犯に関すること

保健に関すること/医療に関すること
/福祉に関すること

農林業に関すること/商工業に関すること
/観光に関すること

子育てに関すること/教育に関すること
/人権に関すること

協働に関すること/行政に関すること
/高知工科大学との連携に関すること

基本目標２ みどりを保つ

２ 振興計画
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３ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関係

第2次香美市振興計画・後期基本計画におけるＳＤＧｓの取組

SDGs（Sustainable Development Goals）とは、地球上の「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、2015年9月の国連サミットで採択され
た「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。

SDGsの目標（ゴール）は、世界共通の目標であり、地方自治体の掲げる目標とはスケールが異なりますが、目指すべき方向性は同じものと考
えられるため、本計画においても、こうした流れを踏まえ、持続可能でより強靭な取組が求められます。

そこで、第2次総合計画、第2期総合戦略において、国内外の新たな社会潮流である「持続可能な開発目標（SDGs）」の考えを関連づけること
で、総合計画、地方創生、SDGsを一体的に推進し、本市を取り巻く社会情勢の変化などを予測しつつ、長期的な視点でまちづくりを進めていく
こととします。

後期基本計画では、SDGsとの関連性が分かるように対応するゴールを表記しています。
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３ まち・ひと・しごと創生

位置付け

・今後目指すべき将来の方向性と人口の将来展望を示し，地域住民と

人口問題に関する認識を共有を図る

・「香美市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の重要な基礎資料

・振興計画をはじめ各種行政計画の人口の将来展望に関する基礎資料

計画期間 2015年から2060年まで 45年間

目標人口 19,400人（2060年）

（自然減の抑制）

①合計特殊出生率を上昇

（社会増の促進）

②転入超過の促進

転入者数が転出者数を上回る

2060年 社人研推計人口 14,681人

①合計特殊出生率を上昇
②転入超過の促進
③移住の促進

2060年 将来目標人口 19,404人

人口の将来推計

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

1.58 1.71 1.83 2.07 2.07

人口の将来展望

（１）仕事・住まいの確保、生活を応援しファミリー層や
UIJターンを進める

（２）地元で暮らしたい若い世代の希望を実現させる取組を

推進する

（３）地域の子育て支援の仕組みを充実させ、若い世代の

結婚・子育てを支える

（４）地域の担い手を確保し、住み慣れた地域で暮らし続ける

ための時代にあった地域づくりを進める

人口減少の克服に向けた基本的視点

香美市人口ビジョン

33,878

34,016

32,401 31,076
31,175

30,257 28,766
27,513

26,513

27,310 25,710 
24,120 

22,600 
21,113 

19,665 
18,274 

16,989 15,805 

14,681 

27,354 

25,901 

24,665 

23,566 

22,588 

21,726 

20,940 
20,291 

19,788 

19,404 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

総人口（国勢調査）、人口推計、目標人口

国勢調査人口 社人研の人口推計（H25.3） 人口ビジョン目標人口（人）

③移住の促進

市外からの移住者を

年間20組以上受入れする
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合計特殊出生率の推移

・合計特殊出生率は増減を繰り返し、安定していない

出生数・死亡数の推移

・死亡数が出生数を上回っており自然減が続いている

人口減少の課題（人口流出と出生数の変化）

・ 2022年に転出が転入を上回ったが、
2023年には転入超過に回復した。

2016年 4人
2017年 41人
2018年 210人

（四国 1位 高知県 1位）
2019年 113人
2020年 112人
2021年 125人

（四国 5位 高知県 2位）
2022年 -3人
2023年 32人

香美市と県外との転入・転出の推移

※高知県健康づくり支援システムより抽出

（単位：人）
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※E-STAT人口動態調査より

※E-STAT住民基本台帳人口移動報告より

３ まち・ひと・しごと創生
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第２期 香美市まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要

目的

香美市人口ビジョンで示した目指すべき人口の将来展望を
実現し、人口減少問題を克服するための具体的な戦略

計画期間
2020（令和２）年度から2024（令和６）年度までの５年間

基本方針
・振興計画と連動した着実な施策の推進
・県や近隣市町村との連携
・進捗管理体制の確立とPDCAサイクルによる進捗管理

基本目標

位置付け

地域に根差した産業を振興し、安定した雇用を創出する基本目標１

香美市への新しい人の流れをつくる基本目標２

子どもを産み育てやすい環境をつくり、若い世代の
結婚・妊娠・出産の希望をかなえる

基本目標３

時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るととも
に、地域と地域を連携する。

基本目標４
第２期 香美市まち・ひと・しごと創生総合戦略

香美市人口ビジョン

基本目標(数値目標)

基本的方向

具体的な施策
重要業績評価指標(KPI)

具体的な事業

取組体制とPDCAの整備

総合戦略は、市長をトップに副市長・教育長、支所長及び関係各課長
で構成する「香美市まち・ひと・しごと創生・移住定住推進本部」と班
長級で構成する推進チーム(庁内組織）及び、外部有識者等で構成する
「香美市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」において検討された
内容が反映されています。

この総合戦略の推進にあたっては、上記の庁内組織及び外部有識者等
の審議会において、PDCAサイクルによる進捗管理を行い、取組状況を客
観的に点検・検証し、必要に応じて総合戦略の見直しを行っています。

第２期の主なキーワード

人材育成

関係人口

若い世代

結婚・出産・子育て

シティプロモーション 交流

協働 安全・安心

学園都市

３ まち・ひと・しごと創生
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４ 令和６年度当初予算
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11

アンパンマンミュージアムは令和８年度に開館３０周年を迎えるが、建物の老朽化対策が必要となって
いる他、地下のジオラマ等展示物の大きな更新は行われていない。また、詩とメルヘン絵本館は開館から
２５年が経過し、館全体的に痛みが目立ち、近年は結露対策にも苦慮している。展示館として機能強化が
急がれる。
連続テレビ小説「あんぱん」の放送決定もあり、観光客の大幅な増加が予想される。

外観は、建設当時を継承しつつ、館内の展示設備の更新を実施して、来館者の満足度を上げることを目的
とする。

令和6年10～3月

工事・展示更新

令和7年3月

完 成

令和6年5～9月

設計

アンパンマンミュージアム 詩とメルヘン絵本館 リニューアル概要
〇外壁塗装や屋上防水
〇館内設備の改修等
〇館内展示更新
（やなせうさぎフィギュア設置、
ウェルカムアニメーション更新、地
下ジオラマへの新規キャラクター追
加、一部立体化等）

やなせたかし記念館リニューアル

５ やなせたかし先生顕彰事業



美良布商店街及び朴ノ木公園周辺舗装改修事業

■事業概要
観光客の増加が見込まれる美良布商店街通り、朴ノ木公園周辺の市道のアスファルト舗装を改修し、歩行者や通行車両の安全

性を確保する。

■事業年度 令和6年度

■事業費 50,000千円
美良布工区 アスファルト舗装工（景観） A≒2,400m2
朴ノ木工区 アスファルト舗装工（景観） A≒1,500m2

12

道の駅

やなせたかし記念館
アンパンマンミュージアム

香美市香北支所

やなせたかし
朴ノ木公園

５ やなせたかし先生顕彰事業

セレネ



自治会等が集落で、地域の振興、福祉の向上、コミュニティーの活性化を図るために実施するソフト・ハード事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

エ 給水施設整備

ア 地域活動

ウ 生活基盤整備

イ 集会所整備

【対象】美しい地域づくりにつながる事業、郷土の芸能・歴史等の普及・
伝承活動につながる事業、産業の振興につながる事業、地域住民の交流促
進につながる事業、地域の活性化につながる事業
【補助率】補助対象経費の８０％以内

６ 地域活性化総合補助金 令和６年度事業費 ２３，３６９千円

【対象】新築・増築・改築・移転・修繕・模様替え・外構工事・建築設
備・備品購入
【補助率】新築…補助対象経費の８０％以内
新築以外…補助対象経費の７５％以内

（ア）生活基盤整備（請負）
【対象】生活道・排水路の他、集落維持整備、活性化を図る生活基盤整備
に関する工事
【補助率】補助対象経費の７５％以内
（イ）生活基盤整備（直営）
【対象】生活道・排水路の他、集落維持整備、活性化を図る生活基盤整備
に関する原材料費
【補助率】補助対象経費の１００％以内
（ウ）生活基盤整備（備品購入）
【対象】集落維持整備、活性化を図る生活基盤整備に関する備品購入費
【補助率】補助対象経費の１００％以内

（ア）給水施設整備（請負）
【対象】給水施設・水源管理道の整備工事
【補助率】補助対象経費の９０％以内
（イ）給水施設整備（直営）
【対象】給水施設・水源管理道の整備に関する原材料費
【補助率】補助対象経費の１００％以内

営農分野のソフト・ハード（小規模の施設整備）事業に要する経費に
対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

新規種苗導入事業

新規種苗導入
【対象】ユズを育成するための苗木の新植
【補助率】補助対象経費の５０％以内
【補助限度額】苗木１本あたり５００円

オ 農業用施設整備

（ア）農業用施設整備（請負）
【対象】耕作道、農業用用排水路等の整備に関する工事
【補助率】補助対象経費の７０％以内
（イ）農業用施設整備（直営）
【対象】耕作道、農業用用排水路等の整備に関する原材料費
【補助率】補助対象経費の１００％以内
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① 自治会・市民団体向け

② 農業者団体向け



７ 移住・定住の促進

本市では、少子高齢化と市外転出等による人口減少に歯止めをかけるため、国・県そして移住希望者の動向を踏まえたう
えで、独自の移住政策を企画し、効果的に発信することで移住を促進します。加えて、移住者に継続的在住支援を行うこと
で移住から定住を促すととともに、在住者の流出防止策をめざします。

④ 関係人口の創出（地域体験型イベント『かみめぐり』、地域の個性・特色を活かした取り組みなど）

② 移住体験・お試し滞在の充実（お試し滞在施設の運営、移住体験ツアー ）

③ UIJターンの推進（婚活イベント、地域おこし協力隊など）

⑤ 広域での連携（まんなか４市（香美市、高知市、南国市、香南市）の連携）

⑥ 定住に向けた支援

移住者交流会の開催
地域移住サポーターとの連携

その他定住支援（各課実施事業など）

⑦ 関連団体との連携（県、県移住促進・人材確保センター、ＮＰＯ法人いなかみ、地域移住サポーターなどとの連携）

① 情報発信（移住相談会の実施、インターネット（SNSを含む）を活用した情報発信、移住冊子の発行など）

目
指
す
成
果

タ
ー
ゲ

ッ
ト

・
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
の
施
策

移住無関心層 移住関心層 移住検討層 移住達成層

ＫＰＩ ①

ＫＰＩ ②

ＫＰＩ ③

ＫＰＩ ④

本市への転入超過数が５０人／年 以上となること。

市外からの移住者を２５組／年 以上受け入れること。

面談による移住相談数を１２０件／年 以上受けること。

空き家バンクへ物件を１０件／年 以上登録すること。

香美市移住定住促進計画第4期アクションプラン（1）
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20代から30代の移住が最も多く、子
育て層の多くは土佐山田へ移住。

例年、単身での移住が最も多く、次
点で子育て層の移住が多い。

ほとんどが土佐山田町ではあり
ますが、令和2年度は物部町へ
の移住が6件ありました。

企業等就職が約3割
移住を機に起業するといった
方も少数おられます。

移住組数等の推移と移住者の属性（2）

71 75
103 113 126

0

50

100

150

R元 R2 R3 R4 R5

香美市への移住者数
移住者数

108 111
135 115

215

0

100

200

300

R元 R2 R3 R4 R5

香美市への移住相談件数

移住相談件数

①移住相談件数と移住組数の推移 ②香美市への移住者の属性（R４年度実績）

56%33%

11% 0%

世帯主の年齢

20～30代

40～50代

60～70代

不明

37%

15%
0%

46%

2%

家族構成
単身

夫婦

結婚移住

子育て移住

高齢夫婦

成人親子

不明

23%

4% 2%

6%

65%

世帯主の職種

企業等就職

自営業

農業

その他

不明

73%

21%

6%

移住先

土佐山田

香北

物部

７ 移住・定住の促進

令和６年２月２９日現在
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01

集落活動センターの初期投資に係る整備費や
活動費について県補助金を活用し、集落活動セ
ンターの運営団体に補助します。

人口減少や少子高齢化が進行する
中山間地域などにおいて、

旧小学校や旧保育園等を拠点に、
地域住民が主体となって、

地域の課題やニーズに対応する
様々な地域活動を、継続的に

地域ぐるみで取り組む
仕組みです。

香美市版集落活動センター
地域ぐるみで集落を支え合う

中山間地域には、経済的に不安を感じたり担い手がいないという課題があります。地域住民
が「支え合い活動」や「経済的な活動」を継続的に実施していくために、香美市では集落活動
センター設立に対して、「経済的支援」と「人的支援」の両面から支援を行います。

（２） 集落活動センターへの支援

（１） 香美市の開設状況

集落活動
センターとは？

支えあい活動
草刈り、清掃、見守り、

防災、健康づくり、祭りなど

Ｑ
地域活動って？

集落を維持するために必要となる住民同士の
「支え合い活動」と集落の運営を支える「経済
的活動」を一体的に取り組むことが重要です。

経済的活動
農産物の栽培・加工・販売、
カフェ、事業の受託など

経済的支援
サポート

人的支援

集落活動の実情に応じて、地域づくり支援員
を派遣して、地域住民の皆さんとともに活動・
検討します。

補助金制度 地域づくり支援員

美良布地区 平山地区 物部地区（準備中）

1 センター名称
集落活動センター

美良布
集落活動センター

ひらやま
（仮称）物部地区
集落活動センター

2 地区
上町、住宅、泉町、本町

新田、本田
平山、東川、曽我部川、

大法寺北
物部町全域

3 開設時期（総会） H29年3月 H30年4月 （検討中）

4 人口(R6.3.1時点) 1,103人 202人 1,421人

5 世帯 539世帯 112世帯 883世帯

6 高齢者比率
（36%以上）

43.2% 52.0% 63.8%

7 活動拠点
美良布地区

集落活動センター
新改北部

構造改善センター
（検討中）

8 主な活動内容
マルシェ開催、地域特産品
の製造、お茶摘みツアー

集落活動・地域行事の支援、
地域特産品の開発・卸

（検討中）

整備事業 初期投資に係るハード又はソフト事業

継続・発
展支援事
業（R3年
度より）

＜チャレンジ枠＞
センターの継続・発展に向けた取組に
必要なソフト事業

＜本格実施枠＞
センターの継続・発展に向けた取組に
必要なハード事業及びソフト事業

地域づくり
支援員

地方自治体からの委嘱を受けた地域
づくり支援員が、市職員と連携しな
がら、集落の目配り役として活動し
ていく。

８ 集落活動センターの支援

Ｑ

サポート

＋

02
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８ 集落活動センターの支援
集落活動センター美良布 活動拠点の整備

H28年5月 センター立ち上げに向けて協議開始

H28年10月 推進協議会設立総会（センター立ち上げ）

H29年3月 開所式

H29～H30年
東棟（交流スペース、レストラン）
西棟（美良布直販所）の整備

H30年7月 施設完成 オープニングセレモニー

H30～R1年 駐車場の整備

これまでの経緯

香美市香北町美良布地域に位置する上町、住宅、泉町、本町、新田、本田の６地区が、
集落活動の維持・発展や福祉・生活支援の充実、地域経済の循環を目指し、住民主体による
持続可能な集落づくりを図ることを目的として活動しています。

活動イメージ

野草摘み
野草茶・試飲
お茶づくり体験ツアー企画・実施

おしゃべり倶楽部

「和のハーブシロップ」製造販売
ふるさとえいもん集マルシェ出店
びらふマルシェ開催
制服リユースプロジェクト
新商品開発

むすぶ

「玄米かるかん」製造販売
日曜市出店
金高堂前出店
新商品開発

にろうまいこ

スイーツ街道プロジェクト
びらふバル部

畑にチャレンジ
ガキ大将復活プロジェクト

集落活動センター

美良布

高知県 香美市
連携

支援

休部中

集落活動センター美良布 活動スケジュール（予定）

※現時点の予定であり、今後変更の可能性があります。

令和6年度

4～6 7～9 10～12 1～3

おしゃべり倶楽部

むすぶ

にろうまいこ

体験ツアー企画、野草茶試飲会

「和のハーブシロップ」製造販売・新商品開発

「玄米かるかん」の製造販売

マルシェ開催
制服リユース

マルシェ開催
制服リユース

マルシェ開催
制服リユース

野草摘み

市外出店 市外出店 市外出店 市外出店

集落活動センターひらやま 活動拠点の整備

これまでの経緯
H30年1月 センター立ち上げに向けて協議開始

H30年4月 推進協議会設立総会（センター立ち上げ）

H30年4月 開所式

R1～R2年 新改北部構造改善センターサンルーム増築

R2～R3年 別館(倉庫、ボルダリング、加工場)の建設

活動イメージ

健康増進
災害時用名簿および救急医療情報

の収集・把握
地域団体の事務補助

福祉部会

夏祭り運営
ボルダリング設備運営
桜の剪定
地域の美化活動

青年部会

薪販売
草刈り
鳥獣対策

里山部会

味噌づくり
商品開発
ユーカリ栽培
地域野菜の販売

特産品部会

集落活動センター

ひらやま

高知県 香美市
連携

支援

香美市土佐山田町平山地区に位置する平山、東川、曽我部川、大法寺北の４地区が、
集落活動の維持・発展や、福祉・生活支援の充実、地域経済の循環を目指し、住民主体による
持続可能な集落づくりを図ることを目的として活動しています。

集落活動センターひらやま 活動スケジュール（予定）

※現時点の予定であり、今後変更の可能性があります。

令和6年度

4～6 7～9 10～12 1～3

福祉部会

青年部会

里山部会

特産品部会

健康増進、情報収集、地域団体事務補助

商品開発、地域野菜販売

ボルダリング設備運営

夏祭り運営 桜の選定

鳥獣対策、薪販売

草刈り

味噌・こんにゃくづくり
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９ 観光振興

大荒の滝 18

▲ザ・シックスダイアリ―かほくホテルアンドリゾート外観

ザ・シックスダイアリーかほくホテルアンドリゾート外壁等改修工事

連続テレビ小説「あんぱん」の放
送決定により、やなせたかし記念館
への入込客数の増加が見込まれる。
利用者の誘致と満足度の向上を目指
し、記念館に隣接するザ・シックス
ダイアリーかほくホテルアンドリ
ゾートの老朽化した外壁及び屋根の
全面改修と老朽化した外灯の撤去及
び新設の工事を行う。

整備場所 香美市香北町美良布1224番2
設計監理費 3,600千円（予算額）
設計期間 令和6年4月～6月
工事額 55,000千円（概算）
工事期間 令和6年11月～令和7年3月中旬

老朽化した屋根

大荒の滝

劣化が目立つ外壁

錆びの激しい外灯



大荒の滝 19

▲改修予定の大型バンガロー

日ノ御子河川公園キャンプ場バンガロー改修工事

連続テレビ小説「あんぱん」の放送

決定により、やなせたかし記念館へ

の入込客数の増加が見込まれる。そ

れに伴い、香美市内への宿泊を希

望する観光客も増加することが予想

される。老朽化により、危険な状態と

なっている大型バンガローを改修し、

宿泊利用できるようにすることで、宿

泊客増につなげる。

整備場所 香美市香北町西峯59
設計監理費 3,600千円（予算額）
設計期間 令和6年4月～6月
工事額 20,000千円（概算）
工事期間 令和6年10月～令和7年3月中旬

剥がれ落ちた軒下の天井

危険な状態のバルコニー

バルコニー下から撮影

９ 観光振興



１０ 物部町内の施設整備
連続テレビ小説「あんぱん」の放送効果により観光客が増加することが想定されるため、商業、地域施設の利便性を向上させる。事業目的

ライダーズイン奥物部再整備事業ライダーズイン奥物部再整備事業
整備内容
〇宿泊棟土間改修整備（110千円）
宿泊棟(16室)内に土間部分を整備する

〇管理棟網戸改修整備（261千円）
管理棟可動窓及び勝手口に網戸を整備する

奥物部ふるさと物産館再整備事業奥物部ふるさと物産館再整備事業

整備内容
〇奥物部ふるさと部産館施設再整備による磨き上げ（223,725千円）
〇観光案内看板等整備（1,219千円）

べふ峡休憩所案内看板再整備事業べふ峡休憩所案内看板再整備事業

整備内容
〇べふ峡休憩所前観光案内看板等整備（3,144千円）
観光案内板の再整備（大型１、中型２、小型１）

べふ峡休憩所公衆トイレ再整備事業べふ峡休憩所公衆トイレ再整備事業

整備内容
〇トイレ改修整備（967千円）
駐車場トイレ４基の洋式化

物部町内公衆トイレ再整備事業
（農林漁業体験実習館）

物部町内公衆トイレ再整備事業
（農林漁業体験実習館）

整備内容
〇トイレ改修整備（292千円）
トイレ１基の洋式化

物部町内公衆トイレ再整備事業
（小浜農産物直販所）

物部町内公衆トイレ再整備事業
（小浜農産物直販所）

整備内容
〇トイレ改修整備（281千円）
トイレ１基の洋式化

物部町内公衆トイレ再整備事業
（登山口等の6施設）

物部町内公衆トイレ再整備事業
（登山口等の6施設）

整備内容
〇トイレ改修整備（2,959千円）和式トイレ14基
①西熊駐車場公衆トイレ…2基
②三嶺ヒカリ石登山口トイレ…2基
③西熊ヒカリ石展望台公衆トイレ（中内台）…1基
④白髪山登山口公衆トイレ…3基
⑤別府公衆トイレ（農林漁業体験実習館前の国道沿）…3基
⑥岡ノ内公衆トイレ…3基

20



香美市商店街等振興計画推進事業費補助金

■事業内容

香美市中心商店街活性化協議会で策定された「香美市商店街等
振興計画」の実行を支援することによって、地産地消・外商の促
進を図るとともに、商店街等の空き店舗を活用した新規創業希望
者等の育成及び出店を支援することにより商店街等のにぎわいの
創出及び周辺住民の利便性の確保と地域商業の活性化につなげる
ことを図るもの

【補助対象事業等】

（１）商店街等で実施する商業の活性化に資するイベント事業

（２）チャレンジショップ事業

ふらっと中町で実施するチャレンジショップの出店、

運営支援等

■令和６年度事業費 5,700千円

〇補助金上限5,700千円（補助率１０/１０）

１１ 商工振興
伝統的工芸品産業等後継者育成対策事業費補助金

■事業内容

伝統的工芸品等産業を後世に伝えていくため、伝統的工芸品
等産業の後継者の確保及び育成を目的として伝統的工芸品等の
指定を受けた団体が実施する経費の一部を補助するもの。

【補助対象事業等】

○短期研修事業
〇研修環境整備事業
〇新規従事者受入事業

■令和６年度事業費 15,023千円

シェアオフィス整備事業

■事業内容

IT企業等の受け入れ体制を強化するとともに、交流イベント
や起業支援等を実施できる拠点を整備し、企業誘致を促進する
もの。

令和６年度当初予算には、建設候補地の用地測量等にかかる
経費を計上。

■令和６年度事業費 12,267千円

〇不動産鑑定手数料 299千円

〇用地測量業務委託 11,968千円

■スケジュール等

〇令和６年度 地質調査、用地測量・補償費算定

設計施工プロポーザル実施

〇令和７年度 施設建設

〇令和８年度 運営開始

香美市サテライトオフィス等設置促進事業費補助金

■事業内容

産業の発展及び安定的な雇用を創出するため、IT・コンテンツ
企業等の誘致を推進するもの。

【補助対象経費】

（１）市内での新規雇用に関する奨励金

（２）建物の賃借に要する経費

（３）既存施設の改装等に要する経費

（４）事業の用に供する通信に要する経費

（５）人材の募集に要する経費

■令和６年度事業費 6,550千円
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１２ 農業振興

●農業の担い手・後継者の確保と育成

・園芸用ハウス整備事業 38,795千円
JAや農業者が主体となって整備する園芸用ハウスの新規建設や中古ハウスの

有効活用を支援し，施設園芸農業の振興を図ります。

・園芸用ハウス等リノベーション事業 3,833千円
作物にとってより適正なハウス内環境を整えるために必要な環境制御技術

(炭酸ガス発生機，環境測定器等）の導入支援を行い，作物の収量増加に伴う
農業所得の向上を図ります。

・燃料タンク対策事業 2,336千円
南海トラフ地震発生時の加温用燃料タンクの倒壊等による燃料流出被害を未

然に防止するため，燃料タンクの削減や流出防止機能付きタンクに置き換える
取り組みに対して支援を行い，二次災害のリスクの軽減を図ります。

・新規就農研修支援（担い手支援）事業 3,200千円
新規就農を希望する研修生や研修生受入農家に対し，補助金を交付すること

により，研修中の経済的な負担の軽減を図ります。

・新規就農者サポートハウス応援事業 1,000千円
離農・縮小する園芸用ハウスの所有者が，新規就農者へハウス付き農地を貸

す場合に，所有者に対して奨励金を給付し，新規就農者が施設園芸に取り組み
やすくなるよう支援を図ります。

●農業基盤等の充実

・地域活性化総合補助金（農業用施設整備事業） 1,750千円
自治会が行う耕作道・農業用用水路等の整備を支援し，農業をはじめとする

集落機能の維持・再構築を図ります。

●有害鳥獣被害対策

・有害鳥獣捕獲報償金 36,790千円
農林作物に被害を及ぼしている有害鳥獣（シカ・イノシシ・サル等）を捕獲し、被

害防止・個体数の減少を図ります。

・有害鳥獣被害対策事業 6,011千円
狩猟免許取得補助，有害鳥獣侵入防護柵設置等への支援を行います。
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使途区分 細工分 事 業 名 事 業 内 容

森林整備の
推進

森林の集積
・集約化

１．森林ＧIS保守管理委託業務 1,381

①森林管理GIS保守管理委託業務 継 森林情報の管理（意向調査結果等）用GISの運用保守等

②森林資源情報管理GIS保守管理委託業務 継 森林資源情報の管理及び活用（航空レーザ測量成果の活用）

２．森林経営管理制度事業 46,949

①森林施業地集積委託業務 継 意向調査後の説明会、境界確認、測量及び図面作成

②復元測量計画作成等委託業務 継 地籍調査実施済み地区の境界確認計画作成

③森林境界確認測量委託業務 継 〃 境界確認測量

④森林整備普及啓発事業費補助金 継 森林の調査及び森林所有者への普及啓発に対する支援

⑤会計年度任用職員給与等 継 森林所有者の探索、意向調査の発送、その他環境税事業補助

⑥森林経営管理制度事業事務費 継 印刷製本費、通信費、旅費、消耗品費等

委員会活動費 ３．香美市未来の森づくり委員会等 継 559 報償、旅費、消耗品等

ICT活用推進 ４．林業ICT活用推進事業費補助金 【R6実施無し】 林業事業体のICT活用支援

森林整備支援

５．緊急間伐総合支援事業 継 10,114 県造林補助等の対象とならない森林の整備支援
R5から市単独事業として譲与税を活用して実施

６．森林整備事業 72,177 県造林補助等への市単独嵩上げ補助
R5から全メニューを譲与税活用に変更

７．危険木伐採事業 新 2,000 民家、公道周辺の危険木伐採支援

８．高性能林業機械等緊急整備事業 新 5,300 R5補正創設の高性能林業機械関係県補助への嵩上げ補助

体制強化 ９．森林環境監理委託業務 新 4,801 林業経営が成り立ちにくい森林における市主導の森林整備の監
理

人材育成 担い手確保 １０．林業担い手対策支援事業 継 36,300 担い手確保のための指導者、新規就業者支援

木材利用
・普及PR

木質化 １１．備品等木質化事業 継 583 市産材活用事務机導入

普及啓発 １２．かみんぐBABY木のギフト 継 1,860 新生児への木製遊具（市産材利用）の導入

1３．かみんぐkids木の学校 継 447 市内小学生を対象とした木育イベント

基金積立 1４．森林環境譲与税基金 継 [1] 木材利用、林道維持修繕等のための基金積立

令和６年度 森林環境税活用事業一覧表（譲与税交付予定額182,471千円）

単位：千
円

予算総額：182,471千円

凡 例

令和６年度
新規事業
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１３ 林業振興



【森林の集積・集約化】
所有者一覧表の作成/測量の同意取得/
境界の確認/ﾌﾟﾗ杭設置/測量/電子図化

[地籍測量未実施]
２-①森林施業地集積委託業務

[地籍測量実施済]
２-②復元測量計画作成等委託業務
２-③森林境界確認測量委託業務

令和６年度 森林環境税活用事業一覧表（その２)

【森林整備の推進】

【森林GISの活用】
意向調査の準備/林地台帳の整備

１．森林GIS保守管理委託業務

【意向調査】
森林所有者の探索/調査の発送
/回答結果の整理

２-④森林整備普及啓発事業費補助金
２-⑤会計年度任用職員給与等
２-⑥森林経営管理制度事業事務費

【有識者との協働】
香美市の森林の課題解決を議論

３香美市未来の森づくり委員会
（第2期）

【人材育成の支援】
新規就労者雇用/就労者の安全確保

１０．林業担い手対策支援事業

【森林整備の支援など】
再造林・間伐・作業道開設
等の支援、公道周辺林の直
接整備、病害虫対策

５．緊急間伐総合支援事業
６．森林整備事業
７．公道周辺森林整備
８．ナラ枯れ対策事業
９．森林環境監理委託業務

【基金積立】

１４．森林環境譲与税基金

森林施業地集積委託業務（境界の確認・測量） 森林境界確認測量委託業務（復元測量）

【木材利用・木育の推進】
香美市産材の活用、木育事業

１１．備品等木質化事業（事務机）
１２．かみんぐBABY木のギフト
１３．かみんぐkid’s木の学校

その他：市産材普及PR事業【基金活用】
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【ICT活用推進】

４. 林業ICT活用推進事業費補助金

１３ 林業振興
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【森林整備の推進】森林経営管理制度事業

森林経営管理制度は、手入れがなされていない森林について、市町村が仲介役となって、森林所有者の方々と林業経営体をつなぐ制度
です。この制度を活用して、健全な森づくりを進め、山崩れの防止や水源のかん養、木材生産など、森林の多面的な機能を高めていきま
す。

１３ 林業振興

意向調査
意向調査の回答内容

自ら管理

市に管理を委託

整備を行う森林

整備を行わない
森林
・広葉樹林
・急傾斜地崩壊
危険区域等
立地的に危険
な森林等

森林の現況調査

森林整備に
関する協定

締結

二者協定

（委託）

目標とする森林
に達成するため
の森林整備

目標とする森林
・渓畔林
・広葉樹林
・林床植生の発達
した針葉樹林
など

林業経営が
成り立ちに
くい森林

市が仲介となって、
森林組合等民間事
業者による森林整
備を推進する

林業経営に
適した森林

市森林所有者

市

意向を確認

意向を回答
森林所有者

今までどおり、所有者が自ら管理、
または森林組合等民間事業者へ委託
して管理する

森林所有者 民間事業者

（委託）

民間事業者

ゾーニング
による森林
の区分

市における管理方法



令和元年度から３年度まで、香美市の森林を次世代へ引き継ぐために、森林の適正な管理と地域の特性に応じた林業および関連産
業の振興を図るため「香美市未来の森づくり委員会」を設置し、森林環境譲与税の使途検討や森づくり構想の策定を実施しました。

第２期（令和４年度～６年度）では地域の課題を広く集め、専門家の知見を活用して課題解決を目指します。
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【森林整備の推進】香美市未来の森づくり委員会（第２期）

１３ 林業振興

第２期のイメージ

事務局（農林課）で整理

【未来の森づくり委員会】

・内容を精査し事業化の検討をする。

・議題に応じた委員を招集する。

（随時開催）

市民からの意見募集は、ホーム

ページのWEBフォームの活用や広

報誌を通じた意見の募集を想定。

有益な意見や要望等を事務局で整

理する。

委員の持つ専門的な知見を活用し

て市での事業化を検討、協議する。

農林課に検討結果をフィードバック。農林

課で予算要望、事業化を目指す。

・市民から森づくりに関する意見等を募集

・市が事業化したい課題を自ら提案



【人材育成】林業担い手対策支援事業

・事業の目的
適正な森林整備を推進し、森林の持つ公益的機能を維持増進させるとともに、市の主要産業である地域林業の活性化を図るため、森林

の整備を担う林業事業体が実施する新規就業者の雇用及び就業後の定着につながる事業及び、新規就業者の指導者確保に係る事業に対し、
森林環境譲与税を活用し予算の範囲内で補助金を交付する。

事業区分名 補助対象経費 補助対象事業費上限額・採択要件

１ 新規就業者
支援事業

新規就業者の人件費のう
ち、当該年度の事業実施
期間の賃金

・予算の範囲。就業者１人当たり月額９万円。
就業者に対して支給した賃金の額を上回らな
い。その他の助成金を差し引いた金額。
・月給制等雇用
・採用後５年以内、６０歳未満

２ 指導者支援事業 指導者の人件費のうち、
当該年度の事業実施期間
の賃金

・予算の範囲。１指導者につき日額５千円以
内。支払った日額の賃金を上回らない。その
他の助成金を差し引いた金額。
・指導者数は指導する作業班の人数により制
限(1～３名）

※Ｈ27～Ｈ31：林業後継者育成支援事業 Ｒ2～：林業担い手対策支援事業（森林環境譲与税活用事
業）

１３ 林業振興
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・事業概要 ・事業実績



【事業の目的】

香美市は、総面積の約9割が森林であり、林業が盛んで
あるものの、林業に関する仕事を子どもたちが身近に感じ
る機会が少ない状況にある。

このため、森林整備や製材、建築等の森林や木材に携わ
る仕事がそれぞれ連携して成り立っていることを体験を通
して学び、子どもたちの将来に「木のあるくらし」をイ
メージしてもらうこと、また、将来の職業の選択肢の一つ
にしてもらうことを目的に、市内小学生を対象とした職業
体験教室「かみんぐkids木の学校」を開催している。

【木材利用・普及PR】かみんぐkids木の学校
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大工・工務店

木材市場

森林官

製材工場

林 業

１３ 林業振興

建築士



・事業の目的

香美市産木材を使用して木造住宅を建築しようとする者に対し、補助金を交付することにより、香美市の持続的な森林整備を進めるととも
に、林業・製材業・建築業等、市内木材関連産業の活性化及び香美市への定住を促すことを目的とする。

・事業概要

高知県木の住まいづくり補助金で採択されたものに市が嵩上げ補助をする。補助対象者は香美市民個人となる。

条件により補助上限が変わる。

29

木材住宅支援事業 （香美ingWOOD) H27～

・H27～R4の実績

区分（施工業者等）

使用する香美市産木材

香美市内で製材されたもの 香美市外で製材されたもの 市内で製材された木
材が全体の50％以上

を占める場合
（小数点以下切捨）

市内で製材された木
材が全体の

50％未満の場合
（小数点以下切捨）1立方メートル

あたりの単価
上限額

1立方メートル
あたりの単価

上限額

(1)
香美市内に本社・本店が存在する大
工・工務店等

100,000 2,000,000 75,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000

(2)
香美市内に職員が常駐する支店・営
業所が存在する大工・工務店等

100,000 1,500,000 75,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000

(3) 香美市外の大工・工務店等 100,000 1,000,000 75,000 500,000 1,000,000 500,000

１３ 林業振興

年度
交付実
績件数

実績の内訳 （件数）
製材 市内 市外 市内 市外 市内 市外
施工
業者 市内 市内 市内(支店） 市内（支店） 市外 市外

H27 8 2 1 0 0 1 4

H28 18 2 4 0 0 6 6

H29 24 8 4 0 0 4 8

H30 21 7 1 0 0 6 7

R1 29 6 2 0 0 7 14

R2 16 2 2 0 1 3 8

R3 16 2 1 0 0 2 11

R4 18 4 1 1 1 2 9

計 150 33 16 1 2 31 67

・財源
社会資本整備総合交付金（国庫補助） ４５％
一般財源（森林環境譲与税は活用できない） ５５％

・令和６年度予算額
２，５００万円



南海トラフ巨大地震による震度分布予測（香美市）

１４ 防災・減災対策
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出典：高知県庁ホームページ「南海地震？ 南海トラフ地震？」
（https://www.pref.kochi.lg.jp/sonae-portal/earthquake/nankai.html）

過去の南海地震は、これまでおおむね100年から150年ご
とに発生しており、東南海地震や東海地震と同時、または
数十時間から数年の時間差で発生したことが知られていま
す。
南海トラフ地震は、南海トラフ及びその周辺の地域にお

ける地殻の境界を震源とする大規模な地震をいい、この中
には南海地震や東南海地震、東海地震などが含まれます。
それぞれの地震が単独で発生する場合もあれば、複数の地
震が同時または時間差で発生する場合もあります。

長期評価による地震発生確率値は、地震調査委員会によ
り公表されています。

最新の長期評価による地震発生確率値は、令和６年１月
１日を基準日として算定したもので、南海トラフ地震は、
次表のとおり更新されました。

長期評価による地震発生確率値の更新
（令和６年１月15日公表）

出典：「長期評価による地震発生確率値の更新について」
（令和６年１月15日付け地震調査研究推進本部地震
調査委員会公表）

南海トラフ地震

１４ 防災・減災対策
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住宅等耐震事業

１４ 防災・減災対策

■事業内容

南海トラフ巨大地震に備え、住宅耐震化の促進、避難路に面した危険家屋やブロック塀除却等による、避難路の安全確保を図る。
■令和６年度補助等の額

木造住宅耐震診断委託事業 自己負担なし
非木造住宅耐震診断補助金 上限 37,000 円/棟
住宅耐震改修設計費補助金 上限 356,000円/棟
住宅耐震改修費補助金 上限 1,650,000円/棟
老朽住宅除却事業補助金 上限 1,645,000 円/棟 補助率80％
ブロック塀等対策補助金 上限 407,000円/棟

補助金名 実績件数 実績額

住宅耐震改修費補助金 58件 86,265,000

老朽住宅除却事業補助金 29件 40,693,000

ブロック塀等対策補助金 13件 2,389,000
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R5年度実績

ブロック塀等対策補助金

老朽住宅除却事業補助金

住宅耐震改修補助金



庁舎の防災対策

■防災機能

●免震構造により建物は守られ、大地震の際も災害対応が可能となります。

●災害の停電の際も非常用電源により、最低限の電力確保を可能としています。

また、LED化により省電力化も図られています。

●災害に強いと言われる電気自動車用の充電スタンドを2基備えています。

●災害対応電話により、災害時の通信手段を確保しています。

●高知県内11市のうち唯一、海のない市であり、津波被害は想定されていないため、

災害時、災害後も庁舎周辺を含めての市役所としての安全性は県内随一と言えます。

１５ 災害に強いまちづくり

■建物概要

●所在地

高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号

●階数・構造

地下1階、地上5階、RC造

●建築面積

6409.31㎡

●駐車台数

45台 こうちあったかパーキング2台
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■消防団車両更新事業
長年の使用により性能が劣化している消防団車

両を更新整備し、活動能力を維持します。令和６
年度中の更新配備を目指しています。

■事業費
30,580千円
（内訳）
小型動力ポンプ付き積載車（２台）
15,290千円×２

■更新予定車両
・永野分団
・物部第１分団（五王堂班）

■消防団活動服更新事業
平成26年２月７日付による消防庁告示第１号消

防組織法（昭和22年法律第226号）第23条第２項
の規定に基づき、消防団員服制基準の改正に伴う
活動服の更新をします。

令和６年度の取組み

消防団の充実強化

１５ 災害に強いまちづくり

■事業概要

消防団は、地域密着性、要員動員力及び即時対応力といった特性を有しており、地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない
存在であり、さらなる充実強化に向けて取り組んでいく必要があります。消防団車両および消防団屯所は災害時に活動の中心となるものであ
り、消防団の活動にとって重要な役割を果たしています。香美市内には16分団がありますが、長年使用している車両が複数台あり、また、拠
点となる消防団屯所においても老朽化が進み、優先順位を付けた上で、計画的に更新していく必要があります。

■消防団屯所改修工事
昭和50年２月に建築された香北方面隊永野分団屯所は経年により老朽化が激し

く、移転し新しく建設することとなりました。令和６年度から事業を開始し、設
計業務を含め令和７年度に完成予定です。消防施設は災害時において拠点となり
ますので災害に強いものづくりを目指しています。

■事業費

5,383千円（令和6年度）

110,000千円（令和7年度）

■建設予定地

香北町永野 旧双葉保育園跡
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１６ 暮らしを支える道路網の整備

通学路の要対策箇所における安全安心の確保

市道「小島線」改良事業（防災・安全交付金）

■事業概要
本路線は国道195号に接続する幹線道路で、道路沿いには楠目小学校がある。しかしながら本路線は、歩道が整備されておら

ず、児童の登下校には大きな危険が伴う状況となっている。合同点検による要対策箇所に指定されており、対策が急がれる。

■事業年度 平成25年度～令和一桁代後半
(延長=270m、幅員=7.5m、1車線+歩道）

楠目小学校

■令和6年度事業費 29,000千円
排水工 L=104ｍ 他
※令和6年度末予定進捗率 69%（事業費ベース）

歩道設置を目的とした道路整備
（通学路安全対策）
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１７ 地籍調査
地籍調査事業〔国土調査〕

地籍調査とは、事業主体（市町村等）が土地登記簿及び法務局の地図をもとに、一筆毎の土地について、土地所有者等の
立会を得て、所有者、地番、地目、筆界（土地の地番境界）を調査するとともに測量を行い、その結果を「地籍簿」及び
「地籍図」に取りまとめるものです。

地籍調査事業は、事業費の１/２を国が１/４を県が負担しています。

香美市は、国土調査促進特別措置法により策定した「第７次国土調査事業１０箇年計画（令和２年度～令和１１年度）」
に基づき、山林部（土佐山田町、物部町の一部）を優先して調査を実施しています。

「計画・準備」⇒「一筆地調査」⇒「地籍測量」⇒「地籍簿・地籍図の作成」⇒「成果の認証」⇒「成果の写しを法務
局へ送付」

※通常１地区を３年程度で完了します。

事業概要

地籍調査の流れ

香美市の実績（令和４年度末）

調査対象面積 調査済面積 進 捗 率

391.98㎢ 136.33㎢ 34.8%
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一般国道１９５号山田バイパスの概要

事業概要
（１）道路延長 ：Ｌ＝４．１ｋｍ、道路幅員：Ｗ＝１４．５０ｍ （県道前浜植野線～市道植線）

Ｗ＝１０．２５ｍ （市道植線～現国道１９５号）
（２）総事業費 ：約４１億円
（３）Ｒ６事業費 ：１５０百万円
（４）事業進捗 ：令和５年度末現在全体３３％※事業費ベース
（６）Ｒ６事業内容 ：用地補償、測量設計、道路改良

１８ 国道１９５号整備
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本川の洪水処理能力の向上

物部川水系流域治水プロジェクトにおける３つの目標

【整備率】
目標洪水
との比較

【時間】

2040年頃

約90％

本川の破堤対策

雨水・土砂流出対策

氾濫時の避難対策等

居住安全策

氾濫域が重複する他河川
の流域治水を推進する

2020年

〜
〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜

河 河川内対策 集 集水域対策

約110％

1979年

約80％

100％

※１目標洪水とは、戦後最大であるS45.8洪水
※２整備率は、｛直轄区間の各区間の流下能力÷各区間が受け持つ洪水流量｝の全区間平均

現在の
目標洪水

2020年 2040年2030年

現状の
洪水処理能力

安
全
度
が
現
在
よ
り
も
低
下

洪水規模 2割増

洪水頻度 2倍に

気候変動の影響により、2040年頃までに現状と比較して

＞ 河川のみによる洪水処理能力 2割未満の増

従来治水 流域治水
あらゆる関係者が治水に参画することに

より、2040年頃までに現状と比較して

氾 氾濫域対策

河

河

河

集

集

氾

氾

総合的な洪水処理能力 2割以上の増

総合的な洪水被害量 半減以下

目標① 本川の洪水処理能力を2割増

目標② 危険な場所・建物に住む人を半減

目標③ 危険な場所・建物に住む人の

うち安全に避難できない人を半減

2040年頃までの物部川水系流域治水の目標

氾

目
標
①

目
標
②

目
標
③

【未然防止策】のみの単独目標

【未然防止策】＋【居住安全策】の複合目標

【未然防止策】＋【居住安全策】＋【避難安全策】
からなる流域治水の総合目標

「できるだけ氾濫させない」
ことを目指すが、過去の整備
速度を考慮すると達成困難か

そこで、「氾濫することを前提に、
危険なところには住まない」対策
もあわせることにより、被害半減
を目指すが、これでもまだ気候変
動の影響には追いつかないおそれ

さらに、「氾濫時に命だけでも守
るために、避難の安全性を確保す
る」対策もあわせることにより、
被害半減を達成する

１９ 物部川水系流域治水プロジェクト
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２０ 上下水道の整備

水道管路の耐震化事業（戸板島水源地～八王子配水池送配水管布設替工事）
事業期間：令和2年度～令和10年度

２ 目的
香美市水道施設耐震化・更新計画に基づき，南海トラフ地震に備え，耐震性

不足の水道管路を耐震管に布設替することにより，地震発生時においても断水
被害を軽減し，災害に強い水道を目指す。

１ 事業概要
耐震性不足の基幹管路（送配水管）を耐震管に布設替する。（送水管Φ300㎜：4.0㎞）
市道新町西町線改良事業に並行して整備し、次いで戸板島水源地から八王子配水池まで整備を行う事業である。

３ 令和6年度事業
あけぼの街道の旧バリューあけぼの交差点から八王子配水池間の送水管布

設替工事を行う。

※国土地理院地図を使用
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施工箇所 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

戸板島水源地～

市道新町西町線

市道新町西町線

市道新町西町線

～八王子配水池

新設送水管

Φ300mm 4km



１ 事業概要
土佐山田市街地では豪雨時に道路冠水や床下浸水が発生する箇

所があるため、雨水排水対策が必要である。
これまでに主要な雨水幹線管渠は整備完了したが、幹線以外の

枝線管路が未整備となっている。
しかし、面的な対策である管渠整備には膨大な事業費と時間が

必要であるため、浸水被害箇所に雨水浸透施設を設置するなど、
局地的な対策にシフトし、事業費低減と事業効果の早期発現を図
る。

道路冠水発生個所

下水道（雨水）計画図

R2 R3 R4 R5 R6 R7～

既設水路側溝の調査測量

浸水シミュレーション

内水ハザードマップ作成

浸水対策検討(調査・設計)

浸水対策工事

２０ 上下水道の整備

市街地の浸水対策（下水道事業）
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２ 今後の方針
浸水発生のメカニズムを明らかにするため、浸水シミュレー

ションを行い、効果的な浸水対策計画を策定する。
また、市街地の浸水リスクを周知するため、浸水シミュレー

ションの成果をもとに内水浸水想定区域図（内水ハザードマッ
プ）を作成し、ホームページ等で公表する。

３ 令和６年度事業
令和８年度までに内水ハザードマップを作成するため、本年度

は栄町・南組排水区において、既存水路・道路側溝等の調査・測
量を行って排水系統をデータベース化し、浸水シミュレーション
を実施する。



１ 事業概要
土佐山田地区の公共下水道は供用開始から30年以上経過してお

り、管路の老朽化が進行している。特に、マンホール鉄蓋は耐用
年数が短く（車道15年、歩道30年）、がたつき・摩耗・開閉不能
等のリスクが増大しているため、取替が必要となっている。

マンホール蓋の取替に際しては、従来の無機質なデザインから、
やなせたかし先生のキャラクターを使用したデザインに変更する。
これにより、やなせ先生の故郷にふさわしい景観づくりに寄与し、
観光客の周遊促進を図ることができる。

また、別事業（市単独）の「マンホールカード製作事業」と連
携し、カードの素材として活用することで、観光面での相乗効果
を図る。

２０ 上下水道の整備

キャラクターデザインマンホール蓋設置事業・マンホールカード製作事業

41

２ 今後の整備方針
令和6年度に土佐山田駅周辺・商店街通り・かみーる周辺の合

計35箇所に設置する。
また、別事業（市単独）の「マンホールカード製作事業」と連

携し、カードの素材として活用することで、観光面での相乗効果
を図る。

※マンホールカードは、デザインマンホール蓋がプリントされた
下水道広報用パンフレットの一種であるが、近年では観光資源
（コレクションカード）としても人気を集めている。

当市では、やなせたかし先生の龍河洞リューくんを使用した
キャラクターを使用したデザインマンホール蓋を設置しており、
これをカード化して配布することで、香美市をアピールし、観光
客の周遊促進を図る。

また、別事業（あんぱん）で、龍河洞リューくん以外の香美市
キャラクターを使用したデザインマンホール蓋を製作し、複数種
類のカードを製作する。

（先行事例１） （先行事例２）

令和6年度 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

デザイン検討・調整

カード製作

デザイン蓋製作・設置



１．目的

香美市における一般廃棄物の排出の抑制や適正処理をおこなうことにより、循環型社会の実
現を目指す。

３．排出抑制・減量化・資源化施策

●家庭から排出される生ごみの減量対策として生ごみ処理容器（コンポスター・ＥＭサポート・電気式処理容器）の購入に対する補助を実施している。
●香南清掃組合（ごみ焼却施設）に直接事業者が持込み焼却していた事業系紙ごみ（機密文書等）については、リサイクルすることを呼びかけ焼却処理しないこととしている。
●家庭から排出されるダンボール・新聞・雑誌以外の雑がみの資源化を推進している。
●ごみステーションにおけるビン類の分別方法の統一について検討していく。

ごみの減量化・資源化の推進

２．ごみ排出量の推移

香美市における近年のごみの総排出量は相対的に減少している。

２１ 環境施策
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香美市地球温暖化対策地域推進実行計画(区域施策編)
令和4年3月改訂

計画の目的と期間

地球温暖化対策の推進
温室効果ガス削減目標

本計画は，香美市内から排出される温室効果ガスを削減するための計

画です。

本市は，市域から排出される温室効果ガスの削減に向け，本市の現状

や地域特性を踏まえ，市・市民・事業者等の各主体の役割に応じた取組

を進めます。

2030年度（中期目標）・2050年度（長期目標）目標年度

国においては、2020年10月に2050年のカーボンニュートラルを目指すこ
とを宣言し、高知県においても2020年12月にカーボンニュートラルを宣言。
その実現に向けた取り組みを進めています。市としても新たな中期的な目
標として、2030年度に2013年度比で46％の温室効果ガスの削減を目指しま
す。

さらに長期目標として、2050年度までに温室効果ガス排出量実質ゼロを
目指し、実現に向けて取り組んでいきます。

温室効果ガス排出量の推移

区分
2007年度
（t-CO2）

2013年度
（t-CO2）

2018年度
（t-CO2）

産業部門 51,674 62,478 49,095

製造業 31,564 41,976 33,235

非製造業 20,110 20,501 15,860

民生家庭部門 51,143 58,447 45,589

民生業務部門 55,480 66,313 54,257

運輸部門 49,989 45,145 42,635

合計 208,286 232,382 191,577

目標達成に向けた取り組み

１）市民・事業者の活動支援～省エネルギーの推進～
市民・事業者の省エネルギー行動の拡大
住宅・建築物の低炭素化
屋外照明の省エネルギー化
エコドライブの推進
低公害車の普及促進
地産地消の推進

２）再生可能エネルギーの導入
再生可能エネルギーの導入促進

太陽エネルギーの利用拡大
バイオマスエネルギーの利用拡大
新たなエネルギーの利活用
水素エネルギーの利活用

３）地域環境の整備及び改善
公共交通の利用促進

グリーン物流の推進
緑化の推進
森林の保全・育成・活用
フロン対策の推進
雨水の利用促進

４）循環型社会の構築
ごみの発生抑制、資源化の推進

２１ 環境施策
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地球温暖化対策の推進

香美市地球温暖化対策地域推進実行計画(区域施策) 令和4年3月改訂

2030年度における
温室効果ガス排出量を

2013年度比で

46％削減

削減目標の分野別内訳

産業部門 ・・・・・・・ 48.8％削減
家庭部門 ・・・・・・・ 38.9％削減
業務部門 ・・・・・・・ 64.0％削減
運輸部門 ・・・・・・・ 25.5％削減

2013年度比
18％削減 46％削減

62,478
49,095

31,988

58,447

45,589

35,769

66,313

54,257

23,872

45,145

42,635

33,633

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2013年度

基準年度

2018年度

現状年度

2030年度

目標年度

産業部門 家庭部門 業務部門 運輸部門

温室効果ガス削減目標

２１ 環境施策
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【主な取り組み】
■香美市住宅用太陽光システム設置費補助金
環境にやさしいまちづくりを推進していくため、住宅用太陽光

発電システムを設置される方に、予算の範囲内で補助金を交付し
ています。
■ごみの発生抑制・資源化の推進
3R（リデュース・リユーズ・リサイクル）を推進し、ごみの減

量・資源化を進めていきます。
■環境学習の推進
香美市で生活する方や働く方、ひとり一人が温暖化対策への関

心をさらに高めることにより、自身の課題としてとらえ、環境に
配慮した行動変容に繋がるよう出前講座や環境イベントを行いな
がら、情報発信に努めていきます。



２２ 人権のまちづくり

■事業目的

福祉の向上や人権啓発、住民交流の拠点とし

て、生活上の各種相談や人権課題の解決のため

の各種事業を総合的に実施すること。

■主な事業

(1) 相談事業

(2) 啓発・広報活動事業

・じんけんフェスティバル

・センターだよりの発行（毎月）

・じんけんカレンダーの作成 ほか

(3) 地域交流事業

・寄せ花教室ほか

(4) デイサービス事業（ふれあいサロン）

(5) 貸館事業

第2期人権教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画（後期）

■基本理念

一人ひとりの人権が尊重され、だれもが生き生きと暮らせる社会づくり。

■計画の期間 2024年度～2028年度（後期行動計画）

■計画推進の視点

・人権を尊重する意識の向上

・個人の尊厳の確保と共生社会の形成

・相談・支援体制の充実

■人権課題への取組

同和問題、女性、子ども、高齢者、障がい者、感染症、外国人、犯罪被

害者等、インターネットによる人権侵害、災害と人権、性的指向･性自認･

性表現、その他の人権課題への取組

■人権教育･啓発の推進

・あらゆる場を通じた人権教育･啓発の推進

・人権に関係する特定職業従事者に対する研修の推進

香美市男女共同参画計画、女性活躍推進計画 思いやりプラン

■基本理念

性別に関係なく市民の個性と能力を活かし、一人ひとりが

自分らしく生き生きと暮らせるような社会づくり。

■計画の期間

2021年度～2025年度

■男女共同参画社会を実現するための5つの柱

・人権の尊重

・社会の諸制度や慣行についての配慮

・意思の形成及び決定過程への共同参画

・家庭での相互協力と職業生活とその他の活動との両立

・国際社会の取組との協調

１．ふれあい交流センターの運営 ２．人権教育及び啓発の推進

３．男女共同参画社会の実現
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美術館リニューアル

令和6年に開館30周年を迎えるにあたり、ロビークロスや絨毯貼り替え等館内の改修
工事を実施する。
リニューアルオープン記念事業としては、「きれいな絵」展を実施。
これまで美術館へ足を運んだことのない方にも改めて美術館に注目していただけるよ
うわかりやすく親しみが持てる分野の絵を紹介することで豊かな時間を提供する。

〇展示室リニューアル

現在の収蔵庫は、これまで購入や寄贈により収集した作品で満杯状態であり、
作品入れ替えや管理に支障をきたしている。また、収蔵庫内の空気の循環も
不十分な状況があり、このままで保管が続くと作品の保存状態にも影響が出
ることが懸念されている。
令和６年度は、美術館の入るプラザ八王子２階調理室を収蔵庫に改修し、収
容能力を上げる。

〇収蔵庫増設

令和6年5～10月

入 札～工事

令和6年10月

完 成

令和5年度
実施設計

作 品 整 理

令和6年10月

工事

リニューアル記念事業
収蔵品展

きれいな絵

香美市立美術館・中土佐町立美術
館 ２館合同特別展

-そして続いていく-

11月2日（土）～12月22日（日） 令和7年2月8日（土）～3月20日（木・祝）8月3日（土）～9月23日（月・祝）

収蔵品展

交差する眼差し

休館

２３ 文化施設の充実



美術館展覧会開催予定
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２３ 文化施設の充実
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文化財説明板設置計画（令和５年度から令和９年度）
香美市内の指定及び未指定文化財並びに国登録文化財の説明版は、老朽化したものから順に改修していたため、素材
もデザインも統一されておらず、５年計画でデザインを統一した説明版を順次新設します。２年目となる令和６年度
は、下記施設を予定しております。
まちづくり応援基金を活用し、設置後は広報やＨＰなどで市民に広く告知することにより、文化財の活用と観光に資
することを目的とします。

令和６年度予定

予岳寺 山田氏累代の墓（予岳寺） 八王子宮

熊野神社 庚申堂

説明板未設置

２３ 文化施設の充実



香美市立図書館 かみーる

市民が生涯を通して豊かに学び、充実した文化活動ができるよう、市民と連携した図書館サービスを行います。

•地域を支える情報拠点として、利用者に必要な情報を提供します。

CONCEPT1 知の拠点

•豊かな文化活動を育むため、あらゆる人の交流の場となる施設を目指します。

CONCEPT2 交流の場

•発信の場として、香美市の魅力を伝え広げます。また、より一層、利用者に活動意識をもっていただくため、
活動成果の発信の場を設けます。

CONCEPT3 発信の場

香美市立図書館（愛称：かみーる）

２４ 図書館サービス
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2022(令和4)年11月移転オープン



つながるーむ

香美市立図書館
かみーる

土讃線

あけぼの街道

JR土讃線
土佐山田駅

ヤンマーアグリ㈱
高知工場

鏡野中学校

市民グラウンド

２４ 図書館サービス

施 設 情 報（令和６年３月末現在）

蔵書冊数
開架 60,000冊、閉架 19,000冊
（収蔵可能冊数：開架65,000冊、閉架35,000冊）

グループ室 3室

学習室 19席

駐車場
自動車：47台（思いやり駐車場2台含む）

バイク：6台，自転車：45台（原付含む）

敷地面積 約4,000㎡

延べ床面積 約1,600㎡（屋内面積：1,500㎡）

階数 １階（平屋建て）
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香北分館、物部分館、おでかけ図書館

２４ 図書館サービス

施設情報（香北分館・物部分館）
・・・・・・・・・・・・・・・
開館時間
午前９時～１２時、午後１時～５時
（正午～午後１時まで昼休館）

休館日
月曜日、祝日
第３木曜日（館内整理日）
蔵書点検期間
年末年始（12/29～1/4）

香北分館 ・ 物部分館

物部分館は、地域の方との交流を大切にし、居
心地の良い空間づくりを行っています。

香北分館は、市産材を活用した書架を導入し、
木のぬくもりあふれる図書館となっています。

「おでかけ図書館」は地域に本を届けるサービスです。現在、市内の施設や団体に本を定期的に届け、本を通じて人々が集い、
交流する場所を提供しています。地域の誰もが図書館を身近に感じ、本と出会うことができるよう今後も提供先を拡大してい
きます。

おでかけ図書館
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図書館（かみーる）周辺整備事業

図書館の駐車場は、４７台の駐車
が可能ですが、平日でも空きが少な
いことも多く、イベント開催と重な
る土日は、臨時駐車場を用意する必
要が生じています。
対応策として図書館東隣りの用地

を駐車場として整備し、利用者の利
便性向上を図ります。
図書館外で読書可能なベンチ等を

整備し、憩いの場としての活用も目
指します。

〇整備予定台数：４０台

令和6年6～令和7年2月

設計・整備工事

令和7年3月

利 用 開 始

令和5年10～3月

用地測量・購入

アンパンマンミュアム

２４ 図書館サービス



社会教育施設予約システムの活用促進
体育施設や文化施設の予約がパソコン・スマートフォンで簡単にできます。

社会体育施設

市民グラウンド 香北体育センター

土佐山田グラウンド 香北武道館

土佐山田体育館 之善館弓道場

土佐山田テニスコート 香北グラウンド

土佐山田スタジアム 美良布多目的運動広場

佐岡体育館 物部グラウンド

農村広場 大栃ゲートボール場

香北総合型競技施設

学校施設（体育館・校庭）

舟入小学校 大宮小学校

山田小学校 大栃小学校

楠目小学校 香北中学校

片地小学校 大栃中学校

香長小学校 繁藤小中学校

鏡野中学校（武道場・卓球場含む）

文化施設

中央公民館

基幹集落センター

物部コミュニティセンター
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令和５年度
予約システム利用登録者数

６３６団体

約280団体増加
令和４年度

施設の空き状況の
確認はこちらから

２５ 社会教育施設の充実
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２５ 社会教育施設の充実

社会教育施設ＬＥＤ化
水銀灯・蛍光灯の生産終了による代替設備への移行、施設から排出されるCO2の削減及び省エネ化による財政負担の
軽減を目的とし、社会教育施設における照明のLED化を行いました。

令和５年３月
入 札

令和５年４月
工事着工

令和５年８月
完 成

令和４年度

実施設計
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２５ 社会教育施設の充実

文化財説明板設置計画
香美市内の指定及び未指定文化財並びに国登録文化財の説明板は、老朽化したものから順に改修していたため、素材
もデザインも統一されておらず、５年計画でデザインを統一した説明板を順次新設します。初年度は、野中兼山の偉
業にちなんだ下記施設を予定しております。
まちづくり応援基金を活用し、設置後は広報やＨＰなどで市民に広く告知することにより、文化財の活用と観光に資
することを目的とします。

令和５年度 野中兼山の偉業

神母神社楠の大木（神母ノ木）山田堰（小田島） 野中兼山別邸跡（中野）

谷秦山邸跡（秦山町） 野中神社（中組） 堰留神社（戸板島）



探究のまち香美市 よってたかって生涯学習フォーラム
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１ 目 的
「探究のまち香美市」の目指す教育を市民に周知し、主体的な学びや探究的な活動を推進するとともに、子どもも大人も
みんなで学び合い高め合いながら市民間のつながりを育むことを目的とする。

２ 内 容
●【新企画】Kamiプロジェクトアワード・・・19団体 ●ポスターセッション・・・40団体 ●舞台発表・・・５団体
●体験コーナー・展示・教室・講座・・・・・27団体 ●物品販売・飲食出店・・・14団体 〇野球教室 〇ペタンク教室

３ 成 果
本年度、多くの市民にフォーラムに参加してもらうため様々な企画に取り組みました。特に新企画「Kamiプロジェクトアワード」で

は、香美市長をはじめ子どもから大人まで幅広い年齢層から応募をいただき、書類選考を通過した７チームが多くの聴衆者を前に日頃
の探究活動の成果を堂々と発表し、フォーラムを大いに盛り上げました。

また、イベント企画に延べ800人を超す方々が参加し、総来場者数が3,600人を超えたことは大きな成果であり「探究のまち香美市」
をＰＲする良い機会となりました。今後も香美市民が当フォーラムを通して探究活動へ関心を高め、年齢を超えて互いに学び合うとと
もに、市民間のつながりを育む場となるよう取り組んでいきます。

前年度実績：2024年2月17日(土)実施 来場者数 約3,600人（対前年度比+1,800人）※来場目標2,500人【目標達成】

2025年2月15日(土)実施予定（令和6年度）

２６ よってたかって教育



教育の充実「香美市よってたかって教育」

POINT 2 「地域とともにある学校づくり」
★「学校運営協議会」と「地域学校協働本部」との連携・協働により、
持続可能で特色ある学校づくりを目指します。

POINT 1 「育ち」と「学び」をつなぐ小中一貫教育

★３つの視点で縦軸と横軸の繋がりある教育を実現します。

POINT 3「子供の『なりたい！』を後押しするキャリア教育の充実
★多様なひと・もの・こと等の関わりを通して豊かな人間性・社会性
を育成します。

【目的】①持続可能な地域を創る人材の育成 ②これからの時代に必要となる学力向上 ③探究的に学ぶ力の育成

個別最適な

学びと協働

的な学びの

一体化

自立を促す

育ちづくり

探究的な

授業づくり

魅力ある学校

づくり

香美市よってたかって
教育の実現

子どもの育ちを「よってたかって」
みんなで考え、地域の学びや活動と
子どもをつなぎ、その成果を、未来
へつないでいくことを目指していま
す。

キャリア教育を支える３本柱
①学力向上 ②社会性の育成 ③基本的生活習慣の確立

・連続した１５年間の育ちの推進
・自立した基本的生活習慣の確立
・資質・能力の育成
・探究的に学ぶ力の育成
・地域をフィールドとした生活・総合的

な学習の時間の充実
・ICTの活用等による個別最適な学びと協

働的な学びの実現
・居場所づくりと絆づくり

２６ よってたかって教育

全国学調 全国との比較（強肯定）

地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか

全国学調 全国平均との差

全国学調 全国との比較
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教育の充実「香美市よってたかって教育」

取組方針：地域や学校の特色を活かし、コミュニティ・スクールの仕組みを活用した教育の充実を図ることで、保幼小中学
校間の滑らかな接続と子供の育ちや付けたい力をもとにした系統性のある指導や支援を目指す

取組

「育ち」と「学び」をつなぐ小中一貫教育 地域とともにある学校づくり
「子供の『なりたい！』を後押しする

キャリア教育の充実

小中一貫教育による教育活動の一貫性と系統性を重視した
取組の強化

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）を核とし
た学校経営の充実

香美市の教育資源を活用し、キャリア教育を支える３
つの柱（学力向上・基本的生活習慣の確立・社会性の
育成」を基盤とした取組

中学校区の
特色及び現状

〇鏡野中学校区：グランドデザインに基づく小中
一貫教育研究

〇香北中学校区：国際バカロレア教育の推進
〇大栃中学校区：個別最適・協働的な学びの実践

（物部みらい学）

〇研究体制
学びをつなぐ学校づくり研究会

（柱:教育目標の一貫性・系統的な学習・児童生徒理解の一
貫性）

学校運営協議会 実施回数 各中学校区ごとの地域のモデル（先達や活性化に貢献
している人々等）に学ぶ交流実践

鏡野中学校運営協議会 ４回

平
成
31

年
度
よ
り
、
香
美
市
全

学
校
で
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

・
ス

ク
ー
ル
が
ス
タ
ー
ト

舟入小学校運営協議会 ４回

山田小学校運営協議会 ４回

楠目小学校運営協議会 ５回

片地小学校運営協議会 ７回

香長小学校運営協議会 ６回

大宮小・香北中学校運営協議会 ５回

大栃保小中学校運営協議会 ６回

主な具体策 〇「育ち」
・連続した１５年間の育ちの推進

・自立した基本的生活習慣の確立

・居場所づくりと絆づくり

〇「学び」
・資質・能力の育成 ・探究的に学ぶ力の育成

・ICT活用等による個別最適な学びと協働的な学びの実現

〇県指定事業
・小中学校教員の乗り入れ授業・教科担任制度の活用

・授業づくり講座・学校安全教育推進事業

・言語能力・情報活用能力育成プラン・自然体験型学習事業

（山の学習支援事業）・英語教育改善プラン推進事業

〇キャリアチャレンジデイの実施
（全中学校中２年生対象）

〇キッズチャレンジデイ
（全小学校対象）

〇キャリアシートの活用
（小中高と継続）

〇「目指す子どもの姿」の明確化と共有

〇鏡野中学校区の小学校と中学校の連携強化のための

体制づくり

〇学校運営協議会と地域学校協働活動の連携の充実
（中学校区・家庭・地域の活動計画）

３つの取組を

つなぐ 地域資源を活用した「探究的な学び」（生活・総合的な学習の時間）の充実

２６ よってたかって教育
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２６ よってたかって教育

令和６年度 香美市の不登校児童生徒支援対策の取組

取組方針

◆学校、家庭、教育委員会や関係各機関が連携し、一人一人の児童生徒に寄り添い、不登校の未然防止、初期対応、自立支援の各段階に応じた取組を実施することにより

不登校児童生徒の出現を抑制する

ステージ 未然防止 初期対応 自立支援 個別の支援

対象 全ての児童生徒を対象 不登校傾向・不登校状態にある児童生徒
長期にわたり不登校の状況

が継続している児童生徒

取組内容 魅力ある学校づくりの取組 早期発見・早期対応の取組
不登校が本格化、長期化しないための予防的

支援の取組・多様な学びの場の保障
自立支援の取組

取組内容

の具体

〇わかる授業づくり

・学ぶ意欲を引き出すわかる楽しい授

業づくり

・補充指導の充実

〇心の居場所づくり

・人権が尊重された安心・安全な居場

所づくり

〇多様な絆づくり

・主体的に取り組む活動を通した仲間

づくり

〇緩やかな課業期間の確保

・各学期初めの校時程を半日程度の設

定にする

〇QUアンケート、「きもちメーター」

の活用

〇小中一貫教育による教育活動の一貫

性と系統性を重視した取り組みの強化

・小中学校教員の乗り入れ授業

・教科担任制度の活用

〇新規不登校の抑制に向けた学校

の取組強化

・不登校担当者を中心とした「兆

し情報」の収集や活用、組織的な

支援体制の構築

・「欠席3日調べ」による家庭訪問

等早期対応の徹底

・特別支援コーディネーターを中

心としたSCやSSW連携（各学校への

派遣事業）、校内支援会の充実

※SC派遣事業…7名配置。各学校に

週1日×7時間×34週～40週もしく

は月2日×7時間×34～35週、土曜

日に月2回

※SC…スクールカウンセラー

SSW…スクールソーシャルワー

カー

〇校内サポートルームの活用

・教室での集団学習に適応できない生徒の校

内支援を行う（個別指導・ICTを活用した学

習支援等）

・初期の段階からの支援開始により、児童生

徒の登校・学習意欲を持たせた自立支援の実

施（各家庭との相談活動等）

※教室運営等コーディネーター・放課後等学

習支援員配置

〇学校・教育支援センターだ

けでは支援が難しい児童生徒

のための個別の支援

・医療・福祉等関係機関と連

携し、専門的なアセスメント

に基づく児童生徒理解や支援

について学校、教育支援セン

ターに指導助言、家庭訪問に

よる指導助言

〇教育支援センター（ふれんどるーむ）の活

用

・支援を必要とする児童生徒への学習機会の

保障と一人一人の心理状態や学習進度に応じ

た学習支援

・児童生徒が安心できる居場所の提供

・保護者面談等による保護者支援及び家庭訪

問等による相談活動

・学校・家庭との緊密な連携・交流により学

校への復帰サポートを実施

※SSW 3名、SC 1名、相談員1名、教科支援員

3名、支援員4名配置

その他 〇必要に応じた医療・福祉等関係機関と連携した個別の支援・合理的配慮の実施 〇それぞれのステージの取組は複合的に実施をされる

役割

子どもたちが夢や志をもち、元気に学ぶ学校づくり

教室復帰・学校復帰・進路実現・社会的自立に向けた取組
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２７ 健康・福祉施策

 全国的に高齢化が進展する中、本市においては高齢者(65歳以上)人口

が平成29(2017)年にピークを迎えてから減少が続いていますが、後期

高齢者(75歳以上)人口は令和4(2022)年以降増加し、令和9(2027)年ま

で増加する見込みとなっています。高齢者人口の減少に伴い、本計画

期間中は要介護・要支援認定者数が減少する見込みとなっていますが

、後期高齢者の増加により、要介護度の重度化や支え手の不足等が予

想されます。

 本計画期間中に団塊の世代が75歳以上となる令和7(2025)年を迎える

ことや上記の状況を踏まえ、本市では、団塊ジュニア世代が65歳以上

となる令和22(2040)年を見据えた「地域包括ケアシステム」の更なる

深化・推進と、高齢者をはじめ、あらゆる世代の市民、関係機関等が

ともに支え合う『地域共生社会※』の実現を目指します。

 また、国際社会共通の目標であるＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)の基

本理念である「誰一人取り残さない」という視点を取り入れ、一人暮

らし高齢者や認知症高齢者、在宅での家族介護者など、支援を必要と

する高齢者やその家族に対して、多様な主体が連携を図りながら持続

可能な高齢者福祉施策と介護保険施策の推進を目指します。

基本理念 ともに支え合い、いきいきとした 暮らしを育むまちづくり

～香美市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和６～８年度）～
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〇香美市の人口推移と将来推計 単位：人

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和12年 令和17年 令和22年

(2021年) (2022年) (2023年) (2024年) (2025年) (2026年) (2030年) (2035年) (2040年)

25,778 25,454 25,097 24,830 24,568 24,308 23,267 21,957 20,015

2,623 2,571 2,519 2,474 2,419 2,390 2,155 1,914 1,757

12,939 12,790 12,665 12,555 12,480 12,405 12,206 11,999 10,333

7,516 7,452 7,415 7,347 7,307 7,280 7,084 6,927 5,494

10,216 10,093 9,913 9,801 9,669 9,513 8,906 8,044 7,925

4,470 4,229 3,987 3,773 3,609 3,442 3,003 2,590 2,758

5,476 5,867 5,926 6,028 6,060 6,071 5,903 5,454 5,167

39.6% 39.7% 39.5% 39.5% 39.4% 39.1% 38.3% 36.6% 39.6%

22.3% 23.0% 23.6% 24.3% 24.7% 25.0% 25.4% 24.8% 25.8%

75歳（後期高齢者）

高齢化率

総人口に占める75歳以上の割合

総人口

年少人口(0～14歳)

生産年齢人口(15～64歳)

40～64歳

高齢者人口(65歳以上)

65～74歳(前期高齢者)



２７ 健康・福祉施策
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・平成28年4月より従来の介護予防給付からヘルプサービス、デイサービス

が指定事業者による訪問型サービス、通所型サービスに移行し、地域包括支

援センターの介護予防マネジメントによる要支援者へのサービス提供を行っ

ています。

・一般介護予防事業は、香美市社会福祉協議会に委託し、「介護予防講座」

「運動習慣づくり」「生きがいづくり」「自主グループ支援」の4本柱に基

づき、地域の実情に合わせた事業展開を行っています。

・令和5年4月より、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施が開始されて

おり、地域の集い等市民が集う場に専門職が出向きフレイル予防に取り組み

ます。

介護保険法地域支援事業による「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」及び「包括的支援事業」に追加された「在宅

医療・介護連携推進事業」「認知症施策推進事業」「生活支援体制整備事業」等を実施し，地域包括ケアシステムを深化・推進します。ま

た、指定介護予防支援事業所を運営し、要支援者の介護保険サービスのケアマネジメントを実施しています。

・地域包括支援センターと委託先の同仁病院で認知症初期集中支援チー

ムを設置し，在宅で生活している認知症が疑われる人や、認知症の人と

ご家族を支援します。

・香美市認知症支援推進協議会において、認知症の理解、早期発見・早

期対応の啓発やネットワークづくりのための検討、連携などを図ってい

ます。

・香美市認知症支援ガイドブックを活用した啓発に取り組み、認知症高

齢者等にやさしい地域づくりを目指します。

・関係機関や地域住民を対象に認知症高齢者等の見守り・声かけの模擬

訓練実施に向けた検討を行います。

・地域包括支援センターにおいて月に１回個別ケースの地域包括ケア会議開

催するとともに、地域課題についても検討を行います。地域ニーズを把握し、

市域地域包括ケア会議において、必要な支援体制構築につなげます。

・高齢者が住み慣れた地域での在宅生活を支えるため、ボランティア、

ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人、協同組合等による多様な支援体制構

築を目指します。

協議体を設置し、地域のニーズや地域資源の把握と、現状を共有し、

必要な生活支援の検討や地域にある資源の見える化を行います。

また発見した課題については市域地域包括ケア会議で、関係機関や有

識者等とともに協議していきます。

・地域包括支援センターに、在宅医療・介護に関する相談窓口を設置

し、地域の医療・介護関係者や利用者及び家族等からの相談に対応して

います。

・在宅医療・介護連携に関する多職種への研修，在宅療養に関する市民

への啓発等を行うとともに、在宅医療、介護連携に関する課題及び具体

的な対策を協議・検討します。

・本庁に地域包括支援センターを設置、香北・物部圏域には地域包括支援セ

ンターの窓口機能を設けています。

・平成24年から、市内に「土佐山田圏域」「香北・物部圏域」の２つの日常

生活圏域を設定し、香北支所に常勤職員を配置し窓口機能の充実をはかりま

した。

・地域の身近な安心拠点、高齢者総合相談窓口として高齢者の様々な相談や

ニーズに対応したサービスの提供と地域包括ケア体制の構築に取り組んでい

ます。

・身寄りがない人が入院・入所や介護サービス利用等が必要となった際に、

スムーズに支援が受けられるようガイドラインの整備について検討を進めま

す。

事業内容

地域包括支援センターの運営(平成18年度～）

地域ケア会議（平成27年度～）

介護予防・日常生活支援総合事業(平成28年度～）

生活支援体制整備事業（平成28年度～）

在宅医療・介護連携推進事業（平成28年度～）

認知症総合支援事業（平成27年度～）



高齢者福祉事業

■令和６年度事業費 3,641,689千円

・介護給付費・介護予防給付費 3,404,348千円

（内訳）居宅サービス費等 1,472,846千円

地域密着型サービス費 611,502千円

施設サービス費 1,320,000千円

・地域支援事業費 130,300千円

■事業年度 令和６年度から令和８年度まで

■事業内容

令和６年度には、第１号被保険者9,801人、高齢化率は39.5％、

要介護認定者数は2,004人に達する見込みです。

第９期介護保険事業計画期間においても、介護サービス、介

護予防サービス及び地域支援事業を適切かつ効果的に提供し、

要介護状態の維持改善及び自立支援に努めるとともに、介護者

の介護負担の軽減を図ります。

第９期介護保険事業
■日常生活用具給付事業

火災警報器や自動消火器を給付することにより、高齢者の火

災への不安を解消、安心・安全な在宅生活を支援しています。

■緊急通報装置の貸与

緊急時における通信手段として、65歳以上の一人暮らし高齢

者または高齢者世帯に、緊急通報装置を貸与しています。

■福祉タクシー料金助成事業

高齢の方を主として、市内の医療機関への通院や買い物、社

会参加等のためにタクシーを利用する場合に料金の一部を助成

しています。

■住宅改造支援事業

対象要件に該当する要介護高齢者等を対象に、住まいを安全

かつ利便性に優れたものに改修・改築することで、本人及び介

護者の負担軽減に取り組んでいます。

■生活管理指導員派遣事業

対象要件に該当する高齢者等の家庭に、生活管理指導員（ホ

ームヘルパー）を派遣することで、住み慣れた自宅で、自分ら

しく、できる限り自立した健全な社会生活を送れるよう取り組

んでいます。

■在宅高齢者配食（給食）サービス事業

概ね70歳以上の援護を要する一人暮らし高齢者、高齢者のみ

の世帯、障害者の方で調理が困難な方を対象に、栄養バランス

のとれた食事を自宅へ定期的に提供しています。

■生活福祉センターこづみ居住支援事業

家庭や住宅の事情などで自宅では生活できない高齢者に対し

て、一時的な住居を提供しています。

■総給付費と介護保険料の推移

■具体的な事業計画

・小規模多機能型居宅介護 １事業所

・特定施設入居者生活介護 １施設（60床）

施設整備によりサービス必要量を確保、提供。
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事業計画 事業期間 保険料月額

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

第7期

総給付費

第8期

第9期

5,750円

5,750円

5,750円

約29億円（実績）

約29億円（実績）

約29.7億円（実績）

約32億円（実績）

約31.2億円（実績）

約31.2億円（推計値）

約32.4億円（推計値）

約32.7億円（推計値）

約32.9億円（推計値）



２７ 健康・福祉施策

健康増進施策 ～香美市健康増進計画・香美市食育推進計画・香美市自殺対策計画～
近年、医療・医学の進歩や経済・社会生活の向上などにより、わが国の平均寿命は延びていますが、その反面、認知症や寝たきりなどの要介

護高齢者の増加や、社会構造の変化や食習慣の偏り、運動不足などに伴うがん、脳血管疾患、心疾患、糖尿病などの生活習慣病の増加が深刻な

社会問題となっています。

本市では、平成24年度に「香美市食育推進計画（第1期）」、平成25年度に「香美市健康増進計画（第2期）」を策定しており、平成30年度が

両計画の見直しの時期になっていることから、国や県が示す方針や本市の関連計画を踏まえ、市民一人ひとりが生涯を通じて、心身ともに健康

でいきいきと暮らし、未来につながるまちづくりを目指して、「第3期香美市健康増進計画及び第2期香美市食育推進計画」を一体的に策定しま

した。また、自殺対策として、平成28年3月に「自殺対策基本法」の一部が改正され、市町村においても自殺対策計画を定めることとなったこ

とから、国の自殺総合対策大綱の趣旨を踏まえ、総合的な自殺対策を推進するために、健康増進計画における「休養・こころの健康」を含めた

計画とし、一体的に取り組むこととしています。

健康増進にあたり、健康づくり婦人会、健康づくり推進員協議会、食生活改善推進協議会等の健康づくり団体や各関係機関と連携して、事業

を推進しています。

健康増進計画とは 食育推進計画とは 自殺対策計画とは

健康増進法に基づく、

市民の健康増進の推進に

関する施策についての計

画です。

食育基本法に基づく、

食育の推進に関する施策

についての計画です。

自殺対策基本法に基づ

く、自殺対策についての

計画で、2016年より策定

が義務付けられました。

健康寿命の延伸の達成に向けて、

『血管病（糖尿病・脳血管疾患・心疾患）対策』

『自殺を減らす』を重点的に取り組みます。

分野 取り組み

栄養・食生活
・保育園や小中学校での栄養教諭や食生活改善推進委員と連携し、食育事業を行う

・家庭での共食についての啓発や地域の集いへの支援を行う

生活習慣病

・特定健康審査結果が血圧・耐糖能・腎機能などで要医療や要精密の判定が出た場合は、訪問や電話で生活指導や受診勧奨を行う

・特定健康診査、がん検診の受診勧奨を行う

・重点課題である糖尿病予防対策の一環として、健康づくり団体と協働で糖尿病予防に関する知識の普及啓発活動を行う

たばこ ・学校や健康づくり団体と協力して未成年への喫煙防止教育を充実させる

お口の健康 ・歯間部清掃用具の使用や定期的な歯科健診受診の啓発など、若い世代からの歯周病予防の取り組みを推進する

運動・身体活動 ・高知家健康パスポート事業の中で運動に対してポイントを付与する取り組みを行う

アルコール ・飲酒状況の把握や適正飲酒についての知識の普及・啓発

休養・こころの健康
・こころの健康や睡眠、ストレスへの対処法、自殺を防ぐための相談対応などについて普及・啓発に取り組む

・自殺を考えている人のサインに気づき、自殺を防ぐ大切な役割を果たす人（ゲートキーパー）の養成に取り組む
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第３期香美市地域福祉計画・

地域福祉活動計画

■ 計画期間

2024年度（R6）

見直し 計画策定

■ 総合計画及び分野別計画との関係

香美市振興計画

次期計画

第３期香美市地域福祉計画・地域福祉活動計画 ５年間（R5～R9） 次期計画

香美市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（香美市人口ビジョン）

その他

地域防災計画 教育振興基本計等

香美市子ども・子育て支援事業計画

香美市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

香美市障害者計画

香美市障害福祉計画・障害児福祉計画

香美市健康増進計画

香
美
市
地
域
福
祉
計
画

・

地
域
福
祉
活
動
計
画

整合

高知県地域福祉支援計画 連携

「第３期香美市地域福祉計画・地域福祉活動計画」に基づいて、「地域

共生社会」の実現のため、住民の皆さんや社会福祉協議会、民生委員・児
童委員、関係団体などとともに、地域の実情を踏まえて、福祉ニーズや生
活課題に対応した地域福祉を推進していきます。
市が策定する「地域福祉計画」及び市社会福祉協議会が策定する「地域
福祉活動計画」は、ともに地域福祉の推進を目的として、お互いに補完・
補強しあう関係にあります。同じ理念や方向性のもと、連携をさらに強め、
地域福祉の推進に取組みます。
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第４次香美市障害者計画・
第７期香美市障害福祉計画・
第３期香美市障害児福祉計画

2025年度（R7） 2026年度（R8） 2027年度（R9） 2028年度（R10） 2029年度（R11） 2030年度（R12）

第４次香美市障害者計画・第７期香美市障害福祉計画・第３期香美市障害児福祉計画 ６年間（R6～R11）

香美市では、「障害者計画」、「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」

を一体的に定めて、障害のある方へ障害福祉サービス等を総合的かつ計画
的に提供していきます。また、保健福祉、教育、雇用、人権、まちづくり
などの関連分野との施策との整合、連携を図りながら推進します。

地域福祉計画とは

社会福祉法に基づく計画で、地域

福祉を推進していくための理念や仕
組を定めたものです。

地域福祉活動計画とは

社会福祉法に基づく計画で、地域

住民や福祉関係団体等が主体的に地
域で進めていく取組を定めたもので
す。

障害者計画とは

障害者基本法に基づ

く、障害者施策を推進
するための総合的な計
画です。

障害福祉計画とは 障害児福祉計画とは

障害者総合支援法に

基づく、障害者福祉
サービスの目標量など
を定めた計画です。

児童福祉法に基づく、

障害児通所支援の目標
量などを定めた計画で
す。

見直し 計画策定

基本理念 つながり、集まり、支えあうまち香美市

基本理念 障害のある人もない人も、一人ひとりの人格と個性を
尊重し合う共生のまち香美市の実現



障害者福祉事業

身体又は精神に障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している保護者

に手当を支給します。
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■ 特別児童扶養手当

■ 住宅改造支援

■ 障害児福祉手当

■ 特別障害者福祉手当

■ 難聴児補聴器購入費助成

地域生活支援事業
■ 相談支援

■ 日常生活用具給付

■ 運転免許・自動車改造助成

障害者総合支援給付費事業
■ 更生医療給付

■ 育成医療給付

■ 精神通院給付

身体に障害のある人が住んでいる住宅を本人や家族の負担を軽減するた

め、身体の状況に応じて行う改修等の費用の一部を助成します。

日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に手当を支
給します。

重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護が必要な

20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。

両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、障害者手帳の対象とならない難

聴児の補聴器購入を助成します。

地域活動支援センター「香美」で障害に関する一般的な相談から専門的

な相談までを受けつけます。

障害者等の自宅での日常生活を容易にするため、生活用具の給付等を行

います。

■ 意思疎通支援

聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ること

に支障がある障害者等に手話通訳等の方法により障害者等とその他の者の
意思疎通を仲介する手話通訳者、要約筆記者又は失語症者向け意思疎通支
援者の派遣を行います。

外出困難な在宅の障害者等の生活行動範囲の拡大及び社会参加のため、

外出時の移動を支援します。

■ 移動支援

■ 日中一時支援

■ 声の広報発行

文字による情報の入手が困難な視覚障害者に音声訳による声の広報香美

を無料で発行します。

障害者の自動車運転免許の取得及び身体障害者の自動車の改造に要する

費用の一部を助成します。

障害者を日常的に介護している家族の負担を一時的に軽減するため、障

害者に日中の活動の場を提供します。

県内にお住まいの18歳未満の方で、障害を軽減するためや将来障害を残

す恐れのある疾患の治療に対し、治療費の一部を助成します。

障害者手帳をお持ちの18歳の以上の方で、治療によって身体上の障害を

除去したり、障害の進行を防ぐために指定医療機関で受ける必要のある医
療に対し、医療費の一部を助成します。

精神疾患の治癒のために指定医療機関に通院している方を対象に医療費

の一部を助成します。

■ 地域活動支援センター

障害者の社会交流を支援する場を提供します。



障害者総合支援医療給付費事業①

２７ 健康・福祉施策

66

■ 障害者総合支援介護給付

障害者福祉サービスの利用者へ各種給付費の給付を行います。

１.居宅介護 自宅で、入浴、排せつ及び食事の介護等を行います。

障害者福祉サービスには次のようなものがあります。

2.重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常に介護を必要とする
人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行います。（日常生活に生じる
様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。）。

3.同行援護

4.行動援護

5.療養介護

6.生活介護

7.短期入所
（ショートステイ）

8.重度障害者等
包括支援

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、移動に必要な情報の提供や介護を行います。また移動の援護その他
の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

自己判断能力が制限されている人が行動するときに危険を回避するために必要な支援外出支援を行います。

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ及び食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供します。

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害
者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある
もの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供し
ます。

9.施設入所支援
施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必
要な日常生活上の支援を行います。

障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所
において、又は当該障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助
言その他の必要な支援を行います。

10.自立訓練
（機能訓練）

障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所
において、又は当該障害者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活
等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

11.自立訓練
（生活訓練）



障害者総合支援医療給付費事業②
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12.宿泊型自立訓練

13.就労移行支援

14.就労継続支援A型
（雇用型）

15.就労継続支援B型
（非雇用型）

16.就労定着支援

17.自立生活援助

障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及
び助言その他の必要な支援を行います。

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な、訓練を行います。

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の
活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他
の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至ら
なかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な
支援を行います。

18.共同生活援助
（グループホーム）

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必
要な日常生活上の援助を行います。

■ 障害児通所支援給付

障害児が心身ともに健やかに育成されるよう障害児通所支援の利用者へ給付費の給付を行います。

障害児通所支援には次のようなものがあります。

発達支援 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適用訓練などを行います。

医療型
児童発達支援

放課後等
デイサービス
保育所等
訪問支援
居宅訪問型
児童発達支援

未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練などに加えて、治療を行い
ます。

就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います。

障害児が通う保育所や幼稚園等へ出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、集団生活の適応支援を行います。

障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

■ 補装具給付

身体上の障害を補い、生活を行いやすくするため、補装具の購入や修理、借受けの費用について支給します。



２８ 子ども・子育て支援施策

赤ちゃんすこやか支援事業

産後ケア事業

■事業内容
出産後の産婦と乳児に対し，助産師等の専門職が，心身のケアや育児サポート等を行い，母親の身体的回復と心理的な安定を

促進するとともに，母子の愛着形成や健やかな育児を支援します。

○対 象 者：産後１年未満の産婦及び乳児
○支援内容：保健指導・授乳指導(乳房ケア含む)・心理的ケア・育児指導・休養機会の提供(レスパイト)等
○利用回数：（訪問型）原則２回

（宿泊型）７日以内（最長で６泊７日）※分割利用可
〇利 用 料：（訪問型）１回５００円（市民税非課税世帯、生活保護世帯の方は無料）

（宿泊型）１泊２日５，０００円、延泊１日につき４，０００円（市民税非課税世帯、生活保護世帯の方は免除されます）

■令和６年度事業費 ９３４千円

■事業内容
赤ちゃんすこやか訪問員を養成し、訪問活動を中心とした

子育て支援活動により、乳児がいる家庭と地域社会をつなぐ
機会を提供することを通して、子育て家庭の孤立を防ぎ、育
児等に関する不安や悩みの解消を図ります。

〇対 象 者：香美市に住所を有する、おおむね生後４か月ま
での乳児のいる家庭

〇支援内容：相談支援・子育てに関する情報提供

■令和６年度事業費 １９５千円

妊婦歯科健康診査事業

〇対 象 者：香美市に住所を有する妊婦
〇支援内容：委託契約を結んだ歯科において、問診・口腔内

診査・妊婦歯科健診の結果に基づく指導
〇利用回数：妊娠中に１回
〇利 用 料：自己負担なし（治療は実費負担）

■令和６年度事業費 ２１０千円
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２８ 子ども・子育て支援施策

出産・子育て応援事業

■ 事業内容
妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充
実を図るとともに、妊娠の届出や出産の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支
援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施します。

伴走型相談支援

〇 対 象 者：すべての妊婦及び主に０歳から２歳の乳幼児を養育する子育て世帯

〇 支援内容：出産・育児等の見通しを立てるための面談やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施し、

関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぎます。

〇 利 用 料：自己負担なし

■ 令和６年度事業費 １４，３１９千円

出産子育て応援給付金

①出産応援ギフト

〇 対 象 者：申請時点で香美市に住所を有し、妊娠の届出をした際に保健師等の面談を受けた妊婦

〇 支援内容：支給対象者の妊娠１回につき５万円の現金給付

②子育て応援ギフト

〇 対 象 者:申請時点で香美市に住所を有し、出生した児童を養育する、出生届け出時や新生児訪問等で

保健師等の面談を受けた養育者

〇 支援内容:対象児童１人につき５万円の現金給付
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第２期香美市子ども・子育て支援事業計画
■本市の子ども・子育てを取り巻く環境は，少子化による人口減少問題，
延長保育・病児保育・預かり保育等のニーズの多様化、子育て支援ニー
ズの増加などの課題があり，平成27年度からは，子ども・子育て支援法
に基づく「第１期香美市子ども・子育て支援事業計画」に基づき，子ど
も・子育て支援を計画的に推進してきました。

■令和２年に策定した「第２期香美市子ども・子育て支援事業計画（令
和２～６年度）」では，前回計画の進捗状況等を踏まえ基本理念や基本
方針を引き継ぎながら，社会情勢の変化や新たな課題に対応し，引き続
き子ども・子育て支援に取り組むこととしています。
計画では数値目標等に基づき，個別施策を計画的に推進し，PDCAサイク
ルによる進捗管理を実施していきます。

１.子どもの健やかな育ちを
支えるまちづくり

２.すべての子育て家庭を

支えるまちづくり

３.地域のみんなで支え合い
子育てしたくなるまちづくり

基本方針

※数値は香美市の状況

○ 急速な少子化の進行
※ H28～R2の5年間の平均 1.37
高知県 平均1.47より低い水準
就学前児童数 Ｈ28：962人 R4：911人（▲51人）

〇 延長保育等のニーズの増加・多様化
※ 延長保育（実利用人数） H27:75人 R2:111人
児童数は減少しているが、延長保育利用児童数は増加

※ 病児保育（体調不良型のみ 2園で実施）

〇支援の必要な家庭や児童の増加
※ 加配職員や特別支援保育コーディネーターの確保

〇新型コロナウイルス対応
※ 感染対策や行事の縮小等による児童への影響

子どもと子育てを取り巻く現状

２８ 子ども・子育て支援施策

〈基本理念〉

ともに支え合い
子どもの笑顔あふれる香美市

基本目標

（1）質の高い教育・保育の促進

（2）多様なニーズに合わせた環境の整備

（3）子どもの健やかな心身の育成

（4）子どもの安全確保と安心できる環境づくり

（1）妊娠・出産における安心の確保と支援

（2）子育て家庭への経済的支援

（3）特別な配慮を必要とする家庭への支援の充実

（4）男女共同参画プランの推進

（1）子育て支援の充実

（2）地域における子育て支援ネットワークの充実

（3）地域再生と地域力の強化

（4）学校・家庭・地域での連携教育の推進
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美良布保育園建設事業

■事業内容

老朽化が進行している美良布保育園（昭和５２年建設）の新園舎を建設するもの。
香美市立美良布保育園建設検討委員会により検討を重ねて策定された建設基本計画により、令和８年の開園を目標とし、地

域から愛され、安心して子供を預けることのできる施設の整備を目指す。
令和６年度当初予算には、実施設計、プール解体・仮園舎用地造成工事、周辺道路整備工事、仮園舎建設工事、現園舎解体

工事に必要な経費を計上。

■令和６年度事業費 ３３０，０５３千円

■スケジュール

令和６年度 実施設計、プール解体・仮園舎用地造成工事、
周辺道路整備工事、仮園舎建設工事、現園舎解体工事

令和７年度 新園舎建設工事、外構工事

令和８年度 仮園舎解体工事、防火水槽整備工事、新園舎開園、
駐車場整備工事

老朽化が進む美良布保育園現園舎

２８ 子ども・子育て支援施策
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２８ 子ども・子育て支援施策

■事業内容

乳幼児や小学生の保護者で児童の預かりの援助を受けたい方
（依頼会員）と、その援助を行いたい方（援助会員）との相互
援助活動に関する連絡、調整を行うことにより、地域における
育児の相互援助活動を推進し、ひとり親家庭等の支援など多様
なニーズへの対応を図る。

■令和６年度事業費
４，５００千円

ファミリー・サポート・センター事業

地域子育て支援センター事業

■事業内容
地域の子育て支援機能の充実を図るとともに子育ての不安感

等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とす
る。また、保護者の心理的・身体的負担を軽減するため、子育
てセンターで児童を一時的に預かり、安心して子育てができる
環境を整備することで児童の福祉向上を図る。

■令和６年度事業費
５８，３０４千円

多子世帯保育料軽減事業費補助金

（保育所等、届出認可外保育施設）

■事業内容
多子世帯の子育ての経済的負担を軽減することを目的に、保

育園や認定こども園等の特定教育・保育施設及び届出認可外保
育施設へ通園する児童の保護者に対し、保育料の軽減を図る。

■対象となる児童
申請年度４月１日時点で１８歳に満たない児童が３人以上

いる世帯で、第３子以降の３歳未満の児童が対象です。

■軽減額について
特定教育、保育施設や地域型保育事業所に通園している場合

は保育料の全額、届出認可外保育施設（託児所など）に入所し
ている場合は、月額50,000円が限度となります。施設等利用給
付を受けている場合はその額を控除した金額となります。

■令和６年度事業費
多子世帯保育料軽減事業費補助金 ２０,５８０千円

【例1】
8歳小学生
3歳幼稚園児
2歳保育園児
⇒第3子の2歳保育園児が
対象となります。

【例2】
14歳中学生
A 1歳保育園児
B 1歳保育園児
⇒第3子となる
Bの1歳保育園児が
対象となります。

【例3】
19歳大学生
14歳中学生
2歳保育園児
⇒第1子が18歳を超えて
いるため、対象となり
ません。

双子
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保育所・幼稚園等副食費支援事業

■事業内容

保育所や幼稚園、認定こども園等で提供される給食に係る副
食費を支援します。 （1人月額2,400円上限支援）

■令和６年度事業費
１０，１５２千円



２８ 子ども・子育て支援施策

児童福祉総務事業

子どもとその家庭及び妊産婦等に対して、必要な福祉支援
を行います。
また、要保護児童、要支援児童、特定妊婦について、児童

相談所等の関係機関と連携、協働して支援を行います。
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■ こども家庭センター・要保護児童対策地域協議会調整機関

■ 子育て支援短期利用事業（ショートステイ）

母子父子福祉事業
■ 助産制度

■ 母子家庭自立支援教育訓練給付金

児童手当給付事業
■ 児童手当

■ 児童扶養手当

保護者が疾病等の社会的な事由により、家庭における児童
の養育が一時的に困難となった場合、お子さんを養護施設等
において一定期間お預かりします。

経済的な理由により出産費用の負担が困難な妊婦の方に、
安心して出産していただくために、指定の助産施設に入院し
てもらい出産に必要な費用の一部を助成します。

ひとり親家庭の母又は父が、就職やキャリアアップのため
に指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に
要した費用の一部を支給します。

0歳から15歳（15歳になった後の最初の3月31日まで）まで
の児童を養育している保護者に手当を支給します。
令和6年10月分からは、0歳から18歳（18歳になった後の最
初の3月31日まで）までの児童に対象拡大。

0歳から18歳（18歳になった後の最初の3月31日まで）まで
の児童（一定の障害の状態にある方は20歳未満）を監護して
いる母、又は看護しかつ生計を同じくしている父等に手当を
支給します。

児童扶養手当給付事業

■ 高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母又は父が、 看護師、美容師等の資格を取
得する間の生活を維持するための経費や養成機関の入学時に
負担した経費等を給付します。



庁内無線 L G W A N 環境構築事業

地方公共団体が電子メールやWebページをセキュアな
ネットワーク上で利用できる仕組みを提供するLGWAN（行
政総合ネットワーク）の庁内LAN環境は、現在全て有線接
続となっています。
有線接続であるため、端末の配置や移動は各部署に設置
しているネットワーク機器から配線する必要があり、各職
員において容易に移動させることはできない現状です。
当該ネットワークに属する端末数の多い本庁舎及び北庁
舎についてLAN環境を無線化することにより、職員の端末
利用にかかる利便性の向上及びコスト削減を図ります。

事業費用：14,080千円

事業メリット

端末の設置・移設時に配線が不要となる。

⇒ケーブル購入費用減、職員負担減

自席利用端末の会議室への持ち込みが可能

⇒資料の印刷コスト減、利便性の向上

無線アクセスポイント
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２９ 自治体DX

事業概要 市役所内の業務効率化を進め、余裕ができたマンパワーでより良い行政サービスを充実させる。

勤怠管理システム導入

現在、タイムレコーダーに印字したもので出退勤の確認
をしていますが、手作業による集計等により管理工数が増
加しています。
システムで管理することにより、集計作業等が自動でで
きるようになり、管理工数の減少、ペーパーレス、勤務状
況の分析や統計情報の活用ができるようになります。

事業費用：14,776千円




